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海外測量（基本図用）作業要領 

 

第１編  総則 

 

（目的） 

第１条 この要領は、独立行政法人 国際協力機構（以下「機構」という。）が海外において

実施する基本図用測量について、標準的な作業方法等を定めることにより、当該国の国情

にあった適切な規格の実現に資するとともに必要な精度を確保することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第１条の２ この要領における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

 一 「準則等」とは、「測量法第 34条に定める作業規程の準則」及び作業規程の準則第１

７条の規定する国土地理院が定めた新しい測量技術による測量方法に関するマニュア

ルをいう。 

 二 「H18海外測量作業規程」とは、海外測量（基本図用）作業規程（平成 18年 12月、

独立行政法人国際協力機構）をいう。 

 三 「成果等」とは、「測量成果」、「測量記録」及び「作業資料」をいい、その内容は次 

  のとおりとする。 

 イ 測量成果 各工程別作業において最終目的として得た成果をいう。 

 ロ 測量記録 測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。 

 ハ 作業資料 測量記録を得る過程において得た各種資料をいう。 

 

（適用範囲） 

第２条 この要領は、基準点測量、地形測量、写真測量及び三次元点群測量に適用する。 

 

（測量の基準） 

第３条 前条（適用範囲）に定める測量は、当該国が定める測地系（測地系名称並びに準拠

楕円体、経緯度原点及び水準原点の地点及び数値）又は機構の指示に従って行うものとす

る。 

 

（測量に使用する計量単位） 

第３条の２ 測量に使用する計量単位は、当該国が定める場合を除き日本国の計量法によ

るものとする。 

 

（関係法令等の遵守等） 

第４条 機構及び測量作業機関（以下「作業機関」という。）並びに作業に従事する者（以
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下「作業者」という。）は、作業の実施に当たり、当該国の測量、財産権、知的財産権、

労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、

かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。 

 

（作業計画） 

第５条 機構は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書（以下「製

品仕様書」という。）を定めなければならない。製品仕様書は、「ISO 19131：2007，Amd.1：

2011 「地理情報―データ製品仕様」（ JIS X 7131 2014 ）」に準拠するものとする。 

２ 作業機関は、機構が指示した事項（前項の製品仕様書に基づく指示を含む）及び収集し

た資料に基づき調査業務に関する計画を立案し、作業計画書を作成し、製品仕様書を更新

するものとする。 

３ 前項の文書は、機構に提出してその承認を得なければならない。また、これを変更しよ

うとする場合も同様とする。 

 

（工程管理） 

第６条 作業機関は、前条（作業計画）に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。 

２ 作業機関は、作業の進捗状況を随時機構に報告しなければならない。 

 

（精度管理） 

第７条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基

づいて精度管理表を作成し、機構に提出しなければならない。 

２ 作業機関は、各工程別作業の終了時、その他適切な時期にこの要領に定める点検を行わ

なければならない。 

３ 作業機関は、機構が指定した事項について、各工程別作業の終了後及び適宜作業の途中

に速やかに点検測量を行わなければならない。 

４ 精度管理表の様式は、準則等に定めるものを標準とする。 

５ 点検測量率は、次を標準とする。 

基準点測量      ： ３％ 

水準測量      ： ３％ 

地形測量及び写真測量  ： ２％ 

三次元点群測量  ： ５％ 

 

（機器の検定） 

第８条 作業機関は、機構が指定する機器について、機構が指定する機関で検定を受けたも

のを使用することを標準とする。 

２ 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、
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必要な調整をしなければならない。 

 

（測量成果の検定） 

第９条 作業機関は、機構が定めた成果等について、その提出前に機構が指定する機関によ

る検定を受けることを標準とする。 

 

（成果等の様式） 

第９条の２ 成果等の様式は、当該国の定める様式によることを原則とする。当該国の定め

る様式がない場合、準則等に定める様式を標準とする。 

 

（機器等及び作業方法に関する特例） 

第１０条 作業機関は、この要領に定めるものと異なる機器等又は作業方法については、必

要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと、機構が承認した場合に限り、作業の

一部に用いることができる。 

２ この要領に定める作業の方法、基準、項目及び工程等は、機構が承認した場合に限り変

更することができる。 

 

（成果等の提出） 

第１１条 作業機関は、作業終了後、速やかに測量成果を第 7条（精度管理）に規定する精

度管理表にまとめた結果とともに機構に提出するものとする。 

２ 作業機関は、機構の指示がある場合には、測量記録及び作業資料を提出しなければなら

ない。 

３ 機構は、前２項の規定により成果等の提出を受けたときは、速やかに当該成果等の精度、

内容等を検査しなければならない 
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第１編の２ 測量の計画・実施 

 

（要旨） 

第１２条 測量の計画・実施にあたっては、本要領第 2編以降及び準則等の定めによる。 

２ 準則等の条文内の「計画機関」は、「機構」に読み替えるものとする。 

３ 本要領第 2編以降は、「準則等」と「H18海外測量作業規程」の矛盾点と対応方針をま

とめた、「付表１ 矛盾点総括表」及び「付表２ 矛盾点と対応方針」に基づき、H18海

外測量作業規程の第 2編以降の運用基準に必要な事項を加えたものである。 

 

（付表１，２の更新） 

第１３条 「準則等」の改正にあわせて、付表 1及び付表 2の見直しを行うものとする。 
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付表１ 矛盾点総括表 

項 目 

（作業規程の準則から本要領の第 2 条適用範

囲に関係する項目を抜粋） 

準則等 

H18 海外

測量作業

規程 

本要領第 2編以降 

を適用すべき作業工程 

付表２ 

参照No. 

第１編 総則 × × 
本要領の第１編を優

先 
01 

第２編 基準点測量     

第１章 通則 〇 ― ―  

第２章 基準点測量 〇 △ 一部優先 02 

第３章 レベル等による水準測量 〇 △ 一部優先 03 

第４章 ＧＮＳＳ測量機による水準測量 〇 ―   

第５章 復旧測量 〇 ―   

第３編 地形測量及び写真測量     

第 1章 通則 〇 △ 一部優先 04 

第２章 現地測量 〇 ―   

第３章 地上レーザ測量 〇 ―   

第４章 車載写真レーザ測量 〇 ―   

第５章 ＵＡＶ写真測量 〇 ―   

第６章 空中写真測量  〇    

第 1節 要旨 〇   04 

第 2節 作業計画 〇    

第 3節 標定点の設置 〇    

第 4節 対空標識の設置 〇    

第 5節 撮影 〇 △ 第４章第１節、２節を併用 05 

第 6節 同時調整 〇 △ 第６章第２節、３節を併用 06 

第 7節 現地調査 〇    

第 8節 数値図化 〇 △ 第７章第１節を併用 07 

第 9節 数値編集 〇    

第 10節 補測編集 〇    

上記付表１について、詳細は付表２を参照する。 

 

〇：各項目で○が付いている規程を優先して使用 

△：作業規程の準則に規定の無い作業工程は、本要領第 2編以降を優先して使用 

×：使用しない項目 

－：作業規程の準則及び本要領第 2編以降に規定の無い項目 
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項 目 

（作業規程の準則から本要領の第 2 条適用範

囲に関係する項目を抜粋） 

準則等 

H18 海外

測量作業

規程 

本要領第 2編以降 

を適用すべき作業工程 

付表２ 

参照No. 

第６章 空中写真測量      

第 11節 数値地形図データファイルの作成 〇   09 

第 12節 品質評価 〇    

第 13節 成果等の整理 〇    

「作業規程の準則」には規定無し ― 〇 第 10章 構造化編集 08 

第７章 既成図数値化  〇 ―  10 

第８章 修正測量  〇 △ 一部優先 10 

第９章 写真地図作成 〇 ―   

第１０章 航空レーザ測量 〇 ―   

第１１章 地図編集 〇 ―   

第１２章 基盤地図情報の作成 〇 ―   

「作業規程の準則」には規定無し ― 〇 
第４編 アナログ方式

による地形図作成作業 
11 

「作業規程の準則」には規定無し ― 〇 
第５編 スクライブ法

による原図作成作業 
11 

「作業規程の準則」には規定無し ― 〇 

第６編 地形図製版用

フィルム作成及び印刷

作業 

11 

第４編 三次元点群測量 〇 ―   

上記付表１について、詳細は付表２を参照する。 

〇：各項目で○が付いている規程を優先して使用 

△：作業規程の準則に規定の無い作業工程は、本要領第 2編以降を優先して使用 

×：使用しない項目 

－：作業規程の準則及び本要領第 2編以降に規定の無い項目 
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項 目 

（国土地理院が定めた新しい測量技術による

測量方法に関するマニュアル） 

準則等 

H18 海外

測量作業

規程 

  

車載写真レーザ測量システムを用いた三次元

点群測量マニュアル（案） 
〇 ―   

三次元点群データを使用した断面図作成マニ

ュアル（案） 
〇 ―   

UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測量

マニュアル（案） 
〇 ―   

マルチGNSS測量マニュアル（案） 〇 ―   

上記付表１について、詳細は付表２を参照する。 

〇：各項目で○が付いている規程を優先して使用 

△：作業規程の準則に規定の無い作業工程は、本要領第 2編以降を優先して使用 

×：使用しない項目 

－：作業規程の準則及び本要領第 2編以降に規定の無い項目 

 

 

 次図は、空中写真測量について準則等と本要領第 2 編以降のどちらを適用すべきかを示

すフロー図である。 
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空中写真測量 第６章 フロー図 

 

衛星画像 

アナログ（図化）方式 

アナログ画像方式 

デジタル画像方式 

（フィルム）GNSS I U未使用 

衛星画像 GNSS I U使用 

【準】（第１節 要旨） 

【準】第２節 作業計画 

【準】第３節 標定点の設置 

【準】第４節 対空標識の設置 

【準】第６節 同時調整 【海】第６章 空中写真のＡ Ｄ変換及び空中三角測量 

【準】第７節 現地調査 

【準】第８節 数値図化 【海】第７章 数値図化 

【準】第９節 数値編集 

【準】第１０節 補測編集 

【海】第１０章 構造化編集 

【準】第１１節 数値地形図データファイルの作成 

【準】第１２節 品質評価 

【準】第１３節 成果等の整理 

【海】第４編 アナログ方式による地形図作成作業 

【海】第５編 スクライブ法による原図作成作業 

【海】第６編 地形図製版用フィルム作成及び印刷作業 

【海】第４章 空中写真撮影及び衛星画像の取得 【準】第５節 撮影 

【準】：作業規程の準則 

【海】：本規程第 2編以降 
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付表２ 矛盾点と対応方針 

  表では【準】は 作業規程の準則 、【海】は 本要領第 2編以降 を意味する。 

No. （編、章、節） 
矛盾点 

対応方針 対応根拠 
H18海外測量作業規程 作業規程の準則 

01 全編共通 

（【海】第 1編 総則） 

 

（【準】第 1編 総則） 

  本規定の第1篇を適用

する。 

 

 

02 【海】第 2編 基準点測量 

第 2章 基準点測量 

 

【準】第 2編 基準点測量 

第 2章 基準点測量 

 

基準点区分が異なる。 

【海】 1 級 2 級 3 級 － 

【準】 － 1 級 2 級 3 級 4 級 

測点間距離 

（既知点間距離） 

30,000 

(m) 

10,000 

(m) 

4,000 

(m) 

2,000 

(m) 

1,500 

(m) 

500 

(m) 
 

点間距離 4,000m 以下

の場合は【準】を適用

する。4,000m を超え

る場合は【海】1 級及

び2級の区分を標準と

する。 

最新技術を最大

限利用できるよ

うに矛盾する項

目は「作業規程の

準則」を標準とす

る。 

「作業規程の準

則」に規定されて

いない項目は、本

要領第 2 編以降

を標準とする。 
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No. （編、章、節） 
矛盾点 

対応方針 対応根拠 
H18海外測量作業規程 作業規定の準則 

03 【海】第 2編 基準点測量 

第 3章 水準測量 

 

【準】第 2編 基準点測量 

第 3章 水準測量 

水準区分が異なる。 

【海】 1 級 2 級 3 級 

【準】 － 1 級 2 級 3 級 4 級 簡易 

路線長 400ｋｍ以下 200ｋｍ以下 150ｋｍ以下 50ｋｍ以下 
 

路線長が 150km 以下

の場合は【準】を適用

する。150kmを超える

場合は【海】1 級及び

2 級の区分を標準とす

る。 

. 

最新技術を最大

限利用できるよ

うに矛盾する項

目は「作業規程の

準則」を標準とす

る。 

 

「作業規程の準

則」に規定されて

いない項目は、本

要領第 2 編以降

を標準とする 

 

04 【海】第 3編  

ディジタル方式による地形図

作成作業 

第１章 概説 

 

【準】第 3編  

地形測量及び写真測量 

第１章 通則 

 及び 

第 6章 空中写真測量 

  【準】を標準とする。 

ただし、「地形図の精

度」「図式等」「数値地

形図のデータ」につい

ては下記のとおりと

する。 

最新技術を最大

限利用できるよ

うに矛盾する項

目は「作業規程の

準則」を標準とす

るが、「作業規程

の準則」が海外の

事情に適さない

項目は本要領第2

編以降を標準と
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第１節 要旨 ・地図情報レベルを 2500（1 2,500）

~100000（1 100,000）まで規定 

 

・地形図の精度は、次表を標準とする。た

だし、数値地形図の水平位置の精度は地図

情報レベル相当縮尺における精度とする。 
 

区  分 精度（標準偏差） 

各種地物の水平位置 図上 0.7 ㎜以内 

標   高 
標高点 等高線間隔の 1 3以内 

等高線 等高線間隔の 1 2以内 

・地図情報レベルを 250（1 250）~10000

（1 10,000）まで規定 

 

・数値地形図データの位置精度及び地図

情報レベルは、次表を標準とする。 

 

地図情報 

レベル 

水平位置の 

標準偏差 

標高点の 

標準偏差 

等高線の 

標準偏差 

250 

500 

1000 

2500 

5000 

10000 

0.12ｍ以内 

0.25ｍ以内 

0.70ｍ以内 

1.75ｍ以内 

3.50ｍ以内 

7.00ｍ以内 

0.25ｍ以内 

0.25ｍ以内 

0.33ｍ以内 

0.66ｍ以内 

1.66ｍ以内 

3.33ｍ以内 

0.5ｍ以内 

0.5ｍ以内 

0.5ｍ以内 

1.0ｍ以内 

2.5ｍ以内 

5.0ｍ以内 

「地形図の精度」は、

【準】を標準とし、 

レベル 10000 を超え

る場合は、【海】を用い

る。 

ただし、地形図の目的

や当該国の定め等で、

「地図情報レベル」と

「位置精度」が一致す

るとは限らないため、

目安として使用する。 

 

 

 

 

 

する。 

 

「作業規程の準

則」に規定されて

いない項目は、本

要領第 2 編以降

を標準とする。 

・数値地形図の図式、投影図法、図郭の大

きさ、等高線間隔、データファイル仕様等

は、当該国の定めによることを原則とする。 

・数値地形図データの図式は、目的及び地

図情報レベルに応じて適切に定める。 

・地図情報レベルに応じて【準】付録や基

本測量の図式を使用することを標準とす

る。 

 

「図式等」について、

当該国の定めがない

場合は、【準】を参考と

する。 

 

・数値地形図のデータは、構造化データ及

び地形図データに分類する。 

該当なし 

 

 

「数値地形図のデー

タ」は、【海】を標準と

する。 
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No. （編、章、節） 
矛盾点 

対応方針 対応根拠 
H18海外測量作業規程 作業規程の準則 

05 【海】第 3編  

ディジタル方式による地形図

作成作業 

第 4章  

空中写真撮影及び衛星画像の

取得 

 

【準】第 3編  

地形測量及び写真測量 

第 6章 空中写真測量 

第 5節 撮影 

・GNSS I U未使用のフィルムカメラによ

る撮影及び、衛星画像データの準備につい

て規定。 

・GNSS I U 使用のフィルムカメラ及び

GNSS I U 使用のデジタルカメラによる

撮影について規定。 

【準】を標準とする。 

 

GNSS I U 未使用の

フィルムカメラによ

る撮影は、【海】を標準

とする。 

 

衛星画像データの準

備は、【海】を標準とす

る。 

最新技術を最大

限利用できるよ

うに矛盾する項

目は「作業規程の

準則」を標準とす

る。 

 

「作業規程の準

則」に規定されて

いない項目は、本

要領第 2 編以降

を標準とする。 
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No. （編、章、節） 
矛盾点 

対応方針 対応根拠 
H18海外測量作業規程 作業規程の準則 

06 【海】第 3編  

ディジタル方式による地形図

作成作業 

第 6章  

空中写真のＡ Ｄ変換及び空

中三角測量 

 

【準】第 3編  

地形測量及び写真測量 

第 6章 空中写真測量 

第 6節 同時調整 

・GNSS I U未使用のフィルムカメラ及び

衛星画像データの空中三角測量（同時調整）

について規定 

・GNSS I U 使用のフィルムカメラ及び

GNSS I U 使用のデジタルカメラによる

同時調整（空中三角測量）について規定。 

【準】を標準とする。 

 

GNSS I U 未使用の

フィルム航空カメラ

による撮影データお

よび衛星画像データ

の空中三角測量は

【海】を標準とする。 

最新技術を最大

限利用できるよ

うに矛盾する項

目は「作業規程の

準則」を標準とす

る。 

 

「作業規程の準

則」に規定されて

いない項目は、本

要領第 2 編以降

を標準とする。 

07 【海】第 3編  

ディジタル方式による地形図

作成作業 

第 7章 数値図化 

 

【準】第 3編  

地形測量及び写真測量 

第 6章 空中写真測量 

第 8節 数値図化 

・アナログ画像方式及びディジタル画像方

式の数値図化について規定。 

・ディジタル画像方式の数値図化につい

て規定。 

【準】を標準とする。 

 

アナログ画像方式の

数値図化については

【海】を標準とする。 

 

ただし、「取得する座

標の単位」「分類コー

ド」「標高点の測定」に

ついては下記のとお

りとする。 

最新技術を最大

限利用できるよ

うに矛盾する項

目は「作業規程の

準則」を標準とす

るが、「作業規程

の準則」が海外の

事情に適さない

項目は本要領第2

編以降を標準と

する。 
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・取得する座標の単位が異なる。  
 

地図情報レベル 250 500 1000 2500 5000 10000 25000 以上 

取得する座標の

単位（ｍ） 

【海】 － 0.01 0.1 1 

【準】 0.01 0.01 0.01 － 

「取得する座標の単

位」は、【準】を標準と

し、レベル 10000 を超

える場合は、【海】を用

いる。 

 

 

「作業規程の準

則」に規定されて

いない項目は、本

要領第 2 編以降

を標準とする。 

分類コードは、図式等（当該国の定めによ

ることを原則）で定められたその種類を表

すための分類コードを付す。 

分類コードは、付録の数値地形図データ取

得分類基準を標準とする。 

「分類コード」につい

て、当該国の定めがな

い場合は、【準】を参考

とする。 

・標高点の測定の点検値較差の許容範囲に

ついてレベル 2500~100000 まで規定。 

 

・較差が許容範囲を超える場合は、再度、

標高点の選定及び測定を行う。 

 

・標高点の測定の点検値較差の許容範囲

についてレベル 500~10000 まで規定。 

 

・較差が許容範囲を超える場合は、更に１

回の測定を行い、３回の測定値の平均値を

採用する。 

 

 

「標高点の測定」は、

【準】を標準とし、レ

ベル 10000 を超える

場合は、【海】を用い

る。 

ただし、較差が許容範

囲を超える場合の処

置は、【準】を標準とす

る。 

08 【海】第 3編  

ディジタル方式による地形図

作成作業 

第 10章 構造化編集 

・構造化編集について規定。 ・該当なし 【海】を標準とする。 「作業規程の準

則」に規定されて

いないため、本要

領第 2 編以降を

標準とする。 
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No. （編、章、節） 
矛盾点 

対応方針 対応根拠 
H18海外測量作業規程 作業規程の準則 

09 【海】第 3編  

ディジタル方式による地形図

作成作業 

第 11章  

データファイル作成 

 

【準】第 3編  

地形測量及び写真測量 

第 6章 空中写真測量 

第 11節 

数値地形図データファイルの

作成 

 

第 12節 品質評価 

 及び 

第 13節 

成果等の整理 

 

 

 

 

 

 

・地形図データファイル及び構造化データ

ファイルについて規定。 

・記載なし 「構造化データファ

イル」を作成する場合

は、【海】を標準とす

る。 

「作業規程の準

則」に規定されて

いない項目は、本

要領第 2 編以降

を標準とする。 
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No. （編、章、節） 
矛盾点 

対応方針 対応根拠 
H18海外測量作業規程 作業規程の準則 

10 【海】第 3編  

ディジタル方式による地形図

作成作業 

 

第 12章  

既成図数値化及び既成図修正 

【準】第 3編  

地形測量及び写真測量 

第 7章 既成図数値化 

 及び 

第 8章 修正測量 

・アナログ写真測量による既成図修正（修

正測量）の規定を記載。 

・アナログ写真測量による修正測量につ

いて記載なし。 

【準】を標準とする。 

ただし、「アナログ写

真測量による既成図

修正」の場合は、【海】

を用いる。 

最新技術を最大

限利用できるよ

うに矛盾する項

目は「作業規程の

準則」を標準とす

る。 

「作業規程の準

則」に規定されて

いない項目は、本

要領第 2 編以降

を標準とする。 

11 【海】第 4編  

アナログ方式による地形図作

成作業 

 

第 5編  

スクライブ法による原図作成

作業 

 及び 

第 6編  

地形図製版用フィルム作成及

び印刷作業 

「アナログ方式による地形図作成作業」「ス

クライブ法による原図作成作業」及び「地

形図製版用フィルム作成及び印刷作業」に

ついて規定。 

・記載なし 【海】を標準とする。 「作業規程の準

則」に規定されて

いないため、本要

領第 2 編以降を

標準とする。 
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第２編 基準点測量 

 

第１章 概説 

 

（要旨） 

第１４条 基準点測量とは、既知点に基づき、新点の位置を定める作業をいう。 

２  基準点とは、測量の基準とするために設置された標識であって、位置に関する数値的な

成果を有するものをいう。 

３  既知点とは、既設の基準点であって、基準点測量の実施に際してその成果が与件として

用いられるものをいう。 

４  新点とは、基準点測量により新設される基準点をいう。 

 

（基準点測量の区分） 

第１５条 基準点測量は、狭義の基準点測量（以下「基準点測量」という。）と水準測量に区

分する。 

２  基準点測量によって設置されるものを狭義の基準点（以下「基準点」という。）という。 

３  水準測量によって設置されるものを水準点という。 

 

第２章 基準点測量 

 

第１節 要旨 

 

（要旨） 

第１６条 基準点測量とは、既知点に基づき、新点の水平位置及び標高を定め、成果表を作成

する作業をいう。 

２  基準点測量は、既知点の種類及び測点間の距離並びに観測の相対精度に応じて１級基準

点測量、２級基準点測量及び３級基準点測量に区分する。 

 

＜第１６条 運用基準＞ 

既知点の種類、測点間の距離、観測の相対精度は、次表を標準とする。 

なお、測点間の距離が 4km以下の場合は「作業規程の準則」を適用する。 

 

区   分 既知点の種類 測点間の距離 観測の相対精度 

1 級基準点測量 1 級基準点以上 30 ㎞ 3×10-6 

2 級基準点測量 1･2 級基準点 10 ㎞ 1×10-5 

3 級基準点測量 1～3 級基準点 4 ㎞ 2.5×10-5 
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（基準点測量の方式） 

第１７条 基準点測量は、GPS 測量方式又は多角測量方式により行うものとする。 

２ GPS測量方式とは、GPS を使用する測量方式をいう。 

３ 多角測量方式とは、光波測距儀、セオドライト等を用い、多角網を形成して行う測量方式

をいう。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第１８条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

（１）計画 

（２）選点 

（３）測量標の設置 

（４）観測 

（５）計算 

（６）成果等の整理 

 

第２節 計画 

 

（要旨） 

第１９条 計画は第５条（調査業務計画）の規定によるほか、各測量方式の特徴を考慮し、立

案するものとする。 

２ 新点は、地図等で概略位置を検討し、平均計画図を作成するものとする。 

３ １級基準点測量及び２級基準点測量は、原則として GPS測量方式によるものとする。 

４ ３級基準点測量は、多角測量方式又はGPS 測量方式によるものとする。 

 

＜第１９条 運用基準＞ 

１． 計画立案においては、測量方法、使用器材、要員、作業工程、地形、交通路、既知点

の配置等を考慮する。 

２． GPS 測量方式は、既知点と新点又は新点と新点を結合して基線ベクトルにより測量網

を構成する。 

３． GPS測量方式では、GPS衛星の作動状態（Health Status）及び衛星の飛来情報（Visibility）

を考慮する。 

４． 多角測量方式は、結合多角網を構成する。ただし、当該国の既知点を用いる場合は、

既知点間の検測を行い、既知点の精度を検証する。この場合、多角測量方式で行う基準点

測量にあっても、GPS 測量方式により検測を行うことができる。 

 

（基準点網の形成） 

第２０条 測量網及び結合多角網（以下「基準点網」という。）は、図形の強さを考慮して形

成するものとする。 

２ 基準点網の形成に当たっては、必要に応じて、水準点から基準点への標高決定を行うもの
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とする。 

 

＜第２０条 運用基準＞ 

１．標高決定は、次の測量方法により実施する。 

１） 直接水準測量 

２） 距離と鉛直角による間接水準測量 

３） 間接水準測量と直接水準測量との併用 

４） GPS測量 

２．前項各号による測量は、最寄りの水準点に基づいて行う。 

 

第３節 選点 

 

（要旨） 

第２１条 選点とは、平均計画図基づいて、現地において既知点の現況を調査するとともに、

新点の設置に必要な条件及び配点密度を考慮して位置を選定し、併せて地形、植生その他

現地の状況に適合した測量の手段を定める作業をいう。 

 

（選点の実施） 

第２２条 新点は、後続作業、標識の保全等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。 

 

＜第２２条 運用基準＞ 

１．GPS測量方式は、次のとおりとする。 

１） 新点は、原則として人為的な電波障害及び地物、植生等の影響を受けない場所に選

点する。 

２） 上空の視界は、全方向について高度角 15度以上を確保することを標準とする。 

３） 既知点及び新点において、GPS 衛星からの電波の受信障害等がある場合には、偏心

点の設置又は障害物の伐除を行う。 

２．多角測量方式は、次のとおりとする。 

１） 基準点網は、２点以上の既知点を用いた任意の図形とし、既知点においては方向角

の取り付け観測を行う。ただし、現地の状況等によっては、方向角の取り付けを省略

することができる。 

２） １路線（既知点～他の既知点、既知点～交点、又は交点～他の交点）の辺数は、６

以下とする。 

３．偏心点は、ｅ＜0.10×Ｓとなる場所に設ける。ただし、Ｓは偏心計算に用いる距離、ｅ

は偏心距離とする。 

４．基準点網の外周において、隣接する既知点を結ぶ線の外側に新点を選点する場合は、同

線から 40度以内を標準とする。 
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（平均図等の作成） 

第２３条 選点図は、選点した新点及び既知点の位置を地図等に記入して作成するものとす

る。 

２ 平均図は、選点図に基づき、図形の強さを考慮して作成するものとする。 

３ 観測図は、平均図に基づき、観測の実施計画を明示して作成するものとする。 

 

＜第２３条 運用基準＞ 

１．選点図は、選点した新点、既知点及び観測点に偏心がある場合の偏心点の位置を記入し

て作成する。 

２．多角測量方式の選点図には、すべての視通線及び観測点を記入する。 

３．GPS測量方式の観測図は、同時に複数のGPS測量機を用いて、定められたデータ取得

間隔で連続して行われる観測（以下「セッション」という。）の組み合わせ状況、偏心点

等を表示する。 

４．GPS 観測は、既知点及び新点を結合する多角路線が閉じた多角形を形成させ、次のい

ずれかにより行う。 

１） 異なるセッションの組み合わせによる点検のための多角形を形成する。 

２） 異なるセッションによる点検のため、１辺以上の重複観測を行う。 

 

第４節 測量標の設置 

 

（要旨） 

第２４条 測量標の設置とは、新点等の位置に永久標識又は一時標識を設ける作業をいう。 

 

（永久標識及び一時標識） 

第２５条 新点には、原則として永久標識を埋設し、必要に応じて保護施設を設けるものとす

る。 

２ 既知点、新点等には、必要に応じて一時標識を設置するものとする。 

 

＜第２５条 運用基準＞ 

１．永久標識は、当該国の定める規格及び形状に従って埋設する。 

２．当該国の定めがない場合は、当該国と協議して定める。 

 

（点の記） 

第２６条 点の記は、設置した永久標識及び使用した基準点、水準点について作成するものと

する。 

 

＜第２６条 運用基準＞ 

１．点の記は、当該国の定める様式により作成する。 

２．当該国の定めがない場合は、当該国と協議して定める。 
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第５節 GPS測量方式による観測及び計算 

 

（要旨） 

第２７条 GPS 測量方式による観測とは、GPS 衛星からの電波を受信し、位相データ等を記

録する作業（以下「GPS 観測」という。）をいう。 

２ 計算とは、新点の水平位置、標高及びこれらに関連する諸要素の計算を行い、成果表等を

作成する作業をいう。 

 

（測量機器の性能等） 

第２８条 観測に使用する主要な機器は、次表に掲げるもの、又はこれに相当するものとする。 

 

GPS 測量機(2 周波) ±( 5mm+1ppm･D ) 1･2 級基準点測量 

GPS 測量機(1 周波) ±(10mm+2ppm･D ) 3 級基準点測量 

              D：測定距離（㎞） 

 

（機器の点検、調整） 

第２９条 使用する機器は、作業前に所定の方法により機能点検を行い、必要に応じて調整を

行うものとする。 

２ 作業期間中においても、必要に応じて適宜機能点検等を行うものとする。 

 

＜第２９条 運用基準＞ 

GPS 測量機の機能点検は、次の方法により行う。 

ア． 光学求心装置が正常であること。 

イ． ディジタル表示が正常であること。 

ウ． アンテナケーブルが正常であること。 

エ． コネクターが正常であること。 

オ． 電源の電圧が規定値内であること。 

 

（GPS観測） 

第３０条 GPS 観測は、静的干渉測位方式（以下「スタティック方式」という。）等で行うも

のとする。 

２ GPS観測は、観測図に基づきセッション単位で行うものとする。 

 

＜第３０条 運用基準＞ 

１．標高決定の取り付け観測において、距離が 500ｍ以下の場合は、楕円体高の差を高低差

として使用できる。 

２．観測は、１つのセッションを１回行う。 
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３．アンテナ高は、㎝位まで測定する。 

４．観測時間等は、次表のとおり実施する。 

 

区   分 観 測 時 間 データ取得間隔 

1 級基準点測量 60 分以上 30 秒以内 

2 級基準点測量 20 分以上 15 秒以内 

3 級基準点測量 10 分以上 15 秒以内 

 

５．GPS衛星の作動状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置での使用は避ける。 

６．GPS 衛星の受信高度角は、15度以上を標準とする。ただし、上空視界の困難な場合は、

受信高度角を 30度まで緩和することができる。 

７．GPS衛星の数は、共通の衛星を同時に４個以上使用する。 

 

（偏心要素の測定） 

第３１条 観測点において偏心がある場合には、所定の方法により偏心要素の測定を行うもの

とする。 

 

＜第３１条 運用基準＞ 

１．偏心要素の測定は、前条（GPS 観測）又は第４２条（偏心要素の測定）運用基準の規定

を準用する。 

２．偏心点で偏心要素のための零方向の視通がとれない場合には、方位標を設置する。 

１）方位標までの距離は、偏心距離の４倍以上で、かつ、100ｍを最小限度とする。 

２）方位標は、GPS 観測におけるスタティック方式等により設置することができるもの

とし、観測時間等は、次のとおりとする。 

 

区  分 観測時間 データ取得間隔 使用する GPS 衛星 

スタティック 30 分以上 30 秒以内 同時に 4 個以上 

短縮 スタティック 10 分以上 15 秒以内 同時に 5 個以上 

キネマティック 1 分以上 1 秒 同時に 5 個以上 

 

（基線解析計算） 

第３２条 基線解析計算は、GPS 衛星から取得した位相データ等を用いて、観測点間の三次

元的相対位置関係及びこれらに関連する諸要素を計算し、その結果は次表に掲げる位まで表

示するものとする。 
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項   目 単 位 位 

基線ベクトル成分 m 0.001 

 

＜第３２条 運用基準＞ 

１．基線解析計算は、次の方法により実施する。 

１）GPS衛星の軌道要素は、原則として放送暦を用いる。 

２）基線解析の固定点に用いる観測点の緯度、経度及び楕円体高は、ほぼ正確なＷＧＳ84

楕円体上の値を初期値とする。以後の基線解析は、計算によって得られるＷＧＳ84楕

円体上の値を順次入力して使用することを標準とする。 

３）解析の方法は、セッションごとの単一基線解析により、観測点間の基線ベクトルを算

出する。 

４）基線解析に使用する高度角は、観測時にGPS測量機に設定した受信高度角とする。 

５）気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアの標準大気による。 

６）サイクルスリップの編集は、原則として基線解析ソフトウェアによる自動編集とする。 

 

（点検計算及び再測） 

第３３条 点検計算は、基線解析計算終了後に行い、許容範囲を超えた場合、再測を行うか、

又は機構の指示により適切な措置を講ずるものとする。 

 

＜第３３条 運用基準＞ 

１．観測値の点検は、次のいずれかの方法により行う。 

１） 点検路線は、異なるセッションの組み合わせによる最小辺数の多角形を選定し、基

線ベクトルの各成分（⊿Ｘ、⊿Ｙ、⊿Ｚ）の環閉合差を計算する。 

２） 重複する基線ベクトルの各成分を比較点検する。 

２．点検計算の許容範囲は、次表のとおりとする。 

 

基線ベクトルの各成分の環閉合差  45 ㎜√N （N：辺数） 

重複する基線ベクトルの各成分の較差  45mm 

 

（平均計算等） 

第３４条 平均計算は、点検計算の終了後、三次元網平均計算を行って新点の水平位置及び標

高を求めるものとする。 

２ 平均計算に使用するプログラムは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。 

 

＜第３４条 運用基準＞ 

１．計算は、次表に掲げる桁まで算出する。 

項  目 単 位 位 
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経 緯 度 度分秒 0.0001 

楕円体高 m 0.001 

角度の値 度分秒 1 

辺の長さ m 0.001 

 

２．既知点１点を固定する三次元網平均計算（以下「仮定三次元網平均計算」という。）を

次のとおり行う。 

１）仮定三次元網平均計算の重量（Ｐ）は、基線解析により求められた分散・共分散行列

の逆行列を用いる。 

２）仮定三次元網平均計算による許容範囲は、次のいずれかによる。 

ア． 基線ベクトルの各成分による許容範囲は、次表のとおりとする。 

区 分    

項 目 
1級基準点測量 2級基準点測量 3級基準点測量 

   

基線ベクトルの各 
45㎜ 

成分の偏差 

 ⊿S＝10cm＋4cm√N 

水平位置の閉合差 ⊿S: 既知点の成果値と仮定三次元網平均計算結果から求めた距離 

 Ｎ： 既知点までの最短辺数 

ジオイド傾斜量 20㎝＋10㎝・Sを標準とする。     S:球面距離（km） 

  

イ． 方位角、斜距離、楕円体比高による場合の許容範囲 

         区 分    

1級基準点測量 2級基準点測量 3級基準点測量 

 項 目    

方位角の偏差 1秒 3秒 7秒 

斜距離の偏差 20mm＋4ppm・D        D：測定距離（km） 

楕円体比高の偏差 30mm＋4ppm・D        D：測定距離（km） 

 ⊿s＝10cm＋4cm√N 

水平位置の閉合差 ⊿s: 既知点の成果値と仮定三次元網平均計算結果から求めた距離 

 Ｎ： 既知点までの最短辺数 

ジオイド傾斜量 20cm＋10cm・Sを標準とする 

３．既知点３点以上を固定する三次元網平均計算は、次のとおり行う。ただし、異常な既知

点がある場合は、固定点から除くものとする。 

１）新点の標高決定は、次のいずれかの方法による。 

ア．鉛直線偏差を未知量とし、三次元網平均計算により求める。 
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イ．GPS 観測と水準測量等により、局所ジオイドモデルを求めジオイド高を補正する。 

２）三次元網平均計算の重量（Ｐ）は、基線解析で求められた分散・共分散行列の逆行列

を用いる。 

３）三次元網平均計算による許容範囲は、次表のとおりとする。ただし、許容範囲を超え

たものについては、観測値及び計算過程を検討し、機構の指示を受ける。 

         区  分    

 1 級基準点測量 2 級基準点測量 3 級基準点測量 

 項  目    

新点水平位置の標準

偏差 
10 ㎝  

新点標高の標準偏差 20 ㎝  

 

 

 

第６節 多角測量方式による観測及び計算 

 

（要旨） 

第３５条 多角測量方式による観測及び計算とは、セオドライト、光波測距儀等を用いて、観

測点間の水平角及び鉛直角並びに距離を測定し、既知点に基づき新点の水平位置及び標高を

定め、成果表を作成する作業をいう。 

 

（測量機器の性能等） 

第３６条 観測に使用する主要な機器は、次表に掲げるもの、又はこれらに相当するものとす

る。 

 

測量機器 性     能 

光波測距儀 ±(5mm＋2ppm・D)  測定可能距離 6km 

セオドライト 最小読定値 1″ 

温 度 計 最小目盛り 1℃の通風乾湿計 

気 圧 計 最小目盛り 2hPa 

レベル及び レベル 主気泡管感度 40"  2mm 

標尺 標 尺 木製目盛尺（箱尺を除く） 

 

（機器の点検、調整） 

第３７条 使用する機器は、作業前に所定の方法により機能点検を行い、必要に応じて調整を

行うものとする。 

２ 作業期間中においても、必要に応じて適宜機能点検を行うものとする。 
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＜第３７条 運用基準＞ 

１．測距儀は、次に示す機能点検を行う。 

ア．光学求心装置が正常であること。 

イ．ディジタル表示が正常であること。 

ウ．受光感度、電源電圧等を示す値が当該測距儀の取扱説明書に示されている正常値の

範囲内であること。 

２．セオドライトは、次の各号に示す点検を行う。 

１） 機能点検 

ア．光学求心装置が正常であること。 

イ．各軸の回転が円滑であること。 

ウ．気泡管調整機構が正常で、気泡の移動が滑らかであること。 

エ．望遠鏡視度調整機能が正常で、観測中に視度が変わらないこと。 

オ．水平角及び鉛直角の読取り装置が正常で、角度を正しく読取ることができること。 

カ．自動補正装置の機能が正常に作動すること。 

２） 水平角観測による点検 

ア．セオドライトと目標がほぼ同じ高さで、一定の夾角をもつ３方向について観測する。 

イ．観測は、１視準、１読定を２回とする。 

ウ．観測のセット数は、３対回を１セットとした２セットとする。 

エ．観測の許容範囲は、次表のとおりとする。ただし、セット間較差は各セットの平均

値の差とする。 

 

倍角差 観測差 セット間較差 指標に合致させる目盛 

11" 7" 4" (0°、60°、120°)(30°、90°、150°) 

 

３） 鉛直角観測による点検 

ア．観測は、１視準、１読定を２回とする。 

イ．観測する方向は、３個の異なった目標とする。 

ウ．それぞれの目標については、１対回の観測を行う。 

エ．高度定数の較差は、10秒以内とする。 

 

（距離及び気象要素の測定） 

第３８条 距離の測定は、所定のセット数を行うものとする。 

２ 気象要素は、気温及び気圧とし、要素の測定は、器械点において行うものとする。 

 

 

＜第３８条 運用基準＞ 

１．距離の測定は、次により行う。 
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１）測定要領は、次表のとおりとする。ただし、視準はセットごとに再視準を行う。 

 

測  定  法 直読方式 

1 セット内の測定回数 3 測定 

1 セットの測定時間 5 分以内 

セット数 2 セット 

各セットの測定間隔 5 分以上 

 

 

２） 測定値の許容範囲は、次による。 

ア．直読方式の光波測距儀におけるセット内の較差は、30㎜以内を標準とする。 

イ．気象補正後の測定値のセット間較差は、50㎜以内とする。 

２．気象要素の測定は、次により行う。 

１） 気象要素は、各セットの開始時及び終了時に測定する。 

２） 気温の測定は、次により行う。 

ア．温度計は地物、植生及び地面から離し、輻射熱の影響がなく、距離測定に適した位

置に設置する。 

イ．温度計は、水銀切れがないことを確認する。 

３） 気圧の測定は、次により行う。 

ア．気圧計に強い衝撃を与えたときは、器差の点検を行う。 

イ．長時間にわたり直射日光をあてたとき、又は外気と大きな温度差のある場所から取

り出したときは、気温になじむ時間を経過させてから測定する。 

ウ．測定した気圧は、器械点の標高から求めた気圧と比較し、大きな差のないことを確

認する。 

４） 反射点の気温及び気圧は、必要に応じて所定の計算式を用いて求める。 

 

 

（水平角の観測） 

第３９条 水平角の観測は、方向観測法により所定の対回数を行うものとする。 

 

＜第３９条 運用基準＞ 

１．水平角の観測は、次により行う。 

１）１方向に対して、１視準１読定を２回とする。 

２）一組の観測方向数は、５以内とする。 

３）零方向は、その点の一組の観測方向のうち、視準が容易でかつ平均距離及び観測点の

標高に近い方向とする。 

４）観測対回数は２とし、指標に合致させる目盛は０度、90度とする。 
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５）視準目標は、回光又は回照を原則とする。 

２．観測値の許容範囲は、次表のとおりとする。 

 

倍角差 観測差 

15″  8″  

 

 

（鉛直角の観測） 

第４０条 鉛直角の観測は、所定の対回数を行うものとする。 

２ 正反両方向を同時に観測することを原則とする。 

 

＜第４０条 運用基準＞ 

１．鉛直角の観測は、次により行う。 

１）１方向に対し、１視準１読定を４回とする。 

２）１対回の観測を１セットとし、２セット行う。 

３）視準目標は、回光又は回照を原則とする。 

２．観測値の許容範囲は、次のとおりとする。 

１）高度定数の差は、10秒以内とする。 

２）１セットの正方向及び反方向の平均値と、他の１セットの正方向及び反方向の平均値

とのセット間較差は５秒以内とする。 

 

（標高の取り付け観測） 

第４１条 標高の取り付けは、直接水準測量又は間接水準測量により行うものとする。 

 

＜第４１条 運用基準＞ 

１．直接水準測量は、次により行う。 

１）観測は往復観測とする。 

２）既知点とする水準点は、隣接水準点との間を直接水準測量により片道観測で検測する。 

３）視準距離は、最大 70ｍを標準とする。 

２．間接水準測量は、次により行う。 

１）距離の測定及び鉛直角観測は、第３８条（距離及び気象要素の測定）運用基準及び前

条（鉛直角の観測）運用基準を準用する。 

２）水準点と基準点間の鉛直角観測は、２セットの観測を２回行うものとし、２回目は、

器械高又は目標高を 20㎝以上変えて観測する。 

３．直接水準測量又は間接水準測量により求めた標高又は高低差の許容範囲は、次のとおり

とする。 

１）直接水準測量の場合は、次表のとおりとする。 
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許  容  範  囲 

往復観測値の較差 20mm√S 

検測値と成果値との較

差 
20mm√S 

 

２）間接水準測量の高低差は、正方向と反方向を分けて計算し、その較差は次式による値

以内とする。 

        ５㎝×Ｄ 

  ただし、Ｄは測点間の斜距離（㎞単位）とする。 

 

（偏心要素の測定） 

第４２条 距離の測定及び水平角の観測において偏心がある場合は、所定の方法により、偏心

要素の測定を行うものとする。 
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＜第４２条 運用基準＞ 

１．偏心要素の測定要領及び測定値の許容範囲は、次表を標準とする。 

 

偏心距離 

偏 心 距 離 の 測 定 偏 心 角 の 測 定 

機器及び

測定方法 

測定

単位 
許容範囲 

機器及び測定

方法 

測定

単位 

許容範囲 

倍角差 観測差 

30 ㎝未満 直尺 mm ― 測定紙にｱﾘ

ﾀﾞﾞｰﾄﾞ等で方

向線を引き分

度器又は計算

により求める

(2 回測定) 

1°   

30 ㎝以上 

2ｍ 未満 
   10'   

2ｍ 以上 

10ｍ未満 
鋼巻尺 mm 

往復の較

差 5 ㎜ 

セオドライト

により測定 

(2 対回測定) 

10" 120" 90" 

10ｍ以上 

50ｍ未満 

1" 

60" 40" 

光波測距 

儀 
mm  

50ｍ以上 30" 20" 

 

２．偏心距離の測定に測距儀を使用する場合は、次により行う。 

１）測定要領は、第３８条（距離及び気象要素の測定）運用基準を準用する。ただし、各

セットの測定間隔は任意とすることができる。 

２）測定値の許容範囲は、第３８条（距離及び気象要素の測定）運用基準を準用する。た

だし、気象補正後の測定値のセット間較差は、15㎜以内とする。 

３．偏心距離の測定に鋼巻尺を使用する場合は、次のとおり行う。 

１）２回測定を１セットとし、２セットの測定を行う。２セット目の測定では、前端と後

端の測定者を交代する。また、気温はセットごとに測定する。 
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２）セット間較差の許容範囲は、測定距離の１万分の１以内とする。ただし、測定距離が

25ｍ以下の場合の較差の許容範囲は、２㎜以内とする。 

４．本点と偏心点間の高低差の測定要領及び測定値の許容範囲は、次表のとおりとする。た

だし、間接水準測量の鉛直角観測は、第４０条（鉛直角の観測）運用基準を準用する。 

 

偏心距離 測定機器及び測定方法 観測値の許容範囲 

30 ㎝未満 
独立水準器を用いて、偏心点を本点と

同標高に設置する。 

   

 

30 ㎝以上 

100m未満 

レベルによる往復観測。 

後視、前視に同一標尺を用いて、片道観

測の測点数を１点とすることができ

る。 

（直接水準測量による場合）  

往復の較差  20 ㎜√S 

S：観測距離（㎞単位） 

セオドライトによる正、反方向の鉛直

角観測。 

正反方向の鉛直角観測に代えて、器械

高の異なる片方向による２対回鉛直角

観測とすることができる。  

（間接水準測量による場合）  

高度定数の較差 

偏心距離 10m 未満 60″ 

偏心距離 10m 以上 30″ 

高低差の正反又は２回の較差  10 ㎝ 

100m以上 

レベルによる往復観測 

（直接水準測量による場合）  

往復の較差  20 ㎜√S 

S：観測距離（㎞単位） 

セオドライトによる正反両方向の鉛直

角観測。 

（間接水準測量による場合）  

高度定数の較差  30″ 

高低差の正反較差 15 ㎝ 

 

５．基準点から関係する全方向を１つの偏心点で測定するときの偏心要素の測定は、次によ

り行う。 

１）偏心角の観測は、零方向を変えて２回行う。このうちの一方を採用し、他は検測とす

る。 
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２）偏心距離を光波測距儀又は鋼巻尺により測定する場合は、器械高を変える等の方法に

より検測を行う。 

 

（再測） 

第４３条 水平角及び鉛直角の観測並びに距離の測定において、観測値が所定の許容範囲を超

えた場合は、再測しなければならない。 

 

＜第４３条 運用基準＞ 

水平角の再測はその目盛りの全方向について行い、特定の方向だけ取り出して観測してはな

らない。 

 

（計算の方法及び位） 

第４４条 新点の平面直角座標（以下「座標」という。）、経緯度及び標高の計算並びに関連す

る補正計算は、所定の計算式により、次表に掲げる位まで算出するものとする。 

 

平面直角座標 経緯度 角 距 離 標 高 

0.001ｍ 0.0001" 水平角 0.1" 0.001ｍ 0.01ｍ 

  鉛直角  1"  直接水準 

    0.001ｍ 

 

２ 計算には、成果表の作成を含むものとする。 

 

（点検計算及び再測） 

第４５条 観測が終了したときは、観測値の良否を点検するため、速やかに所定の点検計算を

行うものとする。 

２ 点検計算は、方向角とその閉合差、座標とその閉合差及び標高とその閉合差の計算につい

て行うものとする。 

３ 点検計算の結果が所定の許容範囲を超えた場合は、必要な再測を行うか、又は適切な措置

を講じるものとする。 

 

＜第４５条 運用基準＞ 

１．点検計算に使用するプログラムは、試算を行い、正確であることを確認する。 

２．閉合差の計算は次のとおり行う。 

１）方向角及び座標の閉合差の計算は、次に掲げる条件により選定された点検路線のすべ

てについて行う。 

ア．点検路線は、既知点と他の既知点を結合する路線で、なるべく短い路線とする。 

イ．すべての既知点は、少なくとも一つの点検路線で結合する。 

２）閉合差の許容範囲は、次表による。 
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閉  合  差 許 容 範 囲 備    考 

 

方向角の閉合差 

 

座標の閉合差 

 

標高の閉合差 

 

5"＋8"√n 

 

10 ㎝＋2 ㎝ ΣＳ√N 

 

20cm＋5cmΣＳ／√N 

 

ｎ：測角数 

Ｎ：辺数 

ΣＳ：路線長（㎞単位） 

座標の閉合差は、 

√（Δx2＋Δy2）とし、Δx、

Δy はそれぞれ X,Y 座標の

閉合差とする。 

 

（平均計算等） 

第４６条 点検計算の終了後、平均計算等により、新点の座標、経緯度及び標高を決定するも

のとする。 

２ 平均計算は、原則として、機構の承認を受けた網平均計算プログラムを用いて行うものと

する。 

３ 座標の平均計算は、次により行うものとする。 

（１）入力データは、次表のとおりとする。 

 

与件 
１．重量の要素 

２．既知点の座標 

近似値 新点等の点検計算による座標  

観測値 
１．水平角 

２．球面上の距離 

 

（２）水平網平均計算に用いる重量は、所定の計算式により求める。式中のｍｔ、γ、ｍｓは

次表による。 

 

mt 1.8″  

γ 3×10-6 

ms 1.0cm 

ただし、ｍｔは角の１方向の標準偏差、ｍｓは長さに関係しない標準偏差、γは長

さに比例する誤差の比例定数とする。 

 

（３）誤差の許容範囲 

単位重量あたりの観測値の標準偏差は、10秒以下を標準とする。 
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４ 標高の平均計算は、次により行うものとする。 

（１）入力データは、次表のとおりとする。 

 

与件 
１．既知点の標高 

２．標高取付による決定標高  

近似値 新点等の点検計算による標高  

観測値 
１．高低角、器械高及び目標高  

２．球面上の距離 

 

（２）高低網平均計算に用いる重量は、正反一組を１とする。 

（３）誤差の許容範囲 

単位重量あたりの観測値の標準偏差は、15秒以内とする。 

 

第７節 成果等の整理 

 

（成果等） 

第４７条 成果等は、次のとおりとする。 

（１） 成果表 

（２） 基準点網図 

（３） 観測手簿 

（４） 観測記簿 

（５） 計算簿 

（６） 点の記 

（７） 精度管理表 

（８） 点検測量観測手簿 

（９） 平均図 

（10） 測量標の地上写真 

 

＜第４７条 運用基準＞ 

成果等のうち、全部もしくは一部をデータ処理システムのプリンタ、自動製図機等により出

力することができる。 
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第３章 水準測量 

   

第１節 要旨 

 

（要旨） 

第４８条 水準測量とは、既知点に基づき、新点の標高を定め、成果表を作成する作業をいう。 

 

（水準測量の区分） 

第４９条 水準測量は、既知点の種類、水準路線、観測の精度及び観測方法により、１級水準

測量、２級水準測量及び３級水準測量に区分する。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第５０条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

（１） 計画 

（２） 選点 

（３） 永久標識の埋設 

（４） 観測 

（５） 計算 

（６） 成果等の整理 

 

第２節 計画 

 

（要旨） 

第５１条 計画の立案に当たっては、第５条（調査業務計画）の規定によるほか、地図等で水

準路線及び新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。 

 

（水準路線） 

第５２条 水準路線は、水準点を順次連結したもので、次の各号に掲げるものとする。ただし、

当該国にあって既設の水準点がある場合には、その精度に応じて連結するものとする。 

（１）１級水準路線 

１級水準路線は、国家水準原点又は既設１級水準点を出発点及び終点とし、原則とし

て、路線を連結した環を形成する。 

（２）２級水準路線 

２級水準路線は、１級水準点又は既設２級水準点に結合して形成する。ただし、地域

の状況等によりやむを得ない場合は、出発点に閉合（以下「閉合型」という。）すること

ができる。 

（３）３級水準路線 

３級水準路線は、１級水準点、２級水準点又は既設３級水準点に結合して形成する。
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ただし、地域の状況等によりやむを得ない場合は、閉合型又は結合或いは閉合しない開

放型にすることができる。 

 

＜第５２条 運用基準＞ 

路線長は、次表を標準とする。 

なお、路線長が 150km以下の場合は「作業規程の準則」を適用する。 

区 分 1 級水準測量 2 級水準測量 3 級水準測量 

路線長 400km以下 200km以下 50km以下 

 

（水準点密度） 

第５３条 水準点の配点密度は、当該国の定めによることを原則とする。 

 

＜第５３条 運用基準＞ 

配点密度について、特に定めのない場合は、次の各号による。 

１） １級水準点及び２級水準点は、原則として２㎞ごとに設置する。 

２） ３級水準点は、原則として４㎞ごとに設置する。 

 

第３節 選点 

 

（要旨） 

第５４条 選点とは、現地において路線の調査を行うとともに、地図等で計画した新点の位置

が測量標の埋設、保全、利用等の観点から適当であるか否かを調査し、選定する作業をいう。 

 

（選点の実施） 

第５５条 新点の位置は、地盤が安定し、測量標の保存に適した場所に選ばなければならない。 

 

＜第５５条 運用基準＞ 

１．地図等で計画した新点の位置は、道路の変更、改良又は新設を考慮し、測量終了後に損

失又は改埋が生じない場所を選定する。 

２．新設及び改測作業に当たっては、既設水準点の状況を調査し、復旧の要否を決定する。 

 

（平均図等の作成） 

第５６条 選点図は、選定した新点及び既知点の位置を地図等に記入して作成するものとす

る。 

２ 平均図は、選点図に基づき作成するものとする。 
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第４節 測量標の設置 

 

（要旨） 

第５７条 測量標の設置とは、新点の位置に永久標識を設ける作業をいう。 

 

（永久標識の埋設） 

第５８条 新点には、原則として永久標識を埋設し、必要に応じて保護施設を設けるものとす

る。 

 

＜第５８条 運用基準＞ 

１．永久標識は、当該国の定める規格及び形状に従って埋設する。 

２．当該国の定めがない場合は、当該国と協議して定める。 

 

（点の記） 

第５９条 永久標識を設置した場合は、点の記を作成するものとする。 

 

＜第５９条 運用基準＞ 

１．点の記は、使用したすべての水準点について作成する。 

２．点の記は、当該国の定める様式により作成する。 

３．当該国の定めがない場合は、当該国と協議して定める。 

 

第５節 観測 

 

（要旨） 

第６０条 観測とは、平均図に基づき、レベル及び標尺を用いて標尺間の高低差を求め、これ

を順次繰り返して水準点間の高低差を求める作業をいう。 

 

（測量機器の性能等） 

第６１条 観測に使用する主要な機器は、次表に掲げるもの又はこれらに相当するものとす

る。 
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区 分 性   能 測量区分 

１級レベル 

気泡感度 10″ 2 ㎜ 

(平面鏡等による精密読取機構付き又は像処理等に

よる精密読取機構付き） 

1 級水準測量 

２級レベル 
気泡感度 20″ 2 ㎜ 

(画像処理等による精密読取機構付きを含む) 
2 級水準測量 

３級レベル 
気泡感度 40″ 2mm 

(画像処理等による精密読取機構付きを含む) 
3 級水準測量 

１級標尺 

目盛盤はインバールテープを使用し、10mm又は 5

㎜間隔の両側目盛を有するもの、又はバーコード目

盛を有するもので、目盛精度 100μm mm ｍ 

1 級水準測量 

2 級水準測量 

２級標尺 

目盛盤はインバールテープ使用、又精密木製とし、

10 ㎜あるいは 5 ㎜間隔の目盛を有するもの、又は

バーコード目盛を有するものとする。 

折たたみ標尺の場合は接合部が正確で、安定した構

造であること。 

3 級水準測量 

水 準 測 量 

作業用電卓 
事業団が指定する性能を有するもの 

事業団が指示する

ときは検定を受け

る 

 

ただし、自動レベル及び電子レベルについては、コンペンセータの性能が上記と同程度

の性能を有するものは使用できるものとする。 

 

（機器の点検、調整） 

第６２条 使用する機器は、作業前に所定の方法により機能点検を行い、必要に応じて調整を

行うものとする。 

２ 作業期間中においても、必要に応じて適宜機能点検を行うものとする。 
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＜第６２条 運用基準＞ 

１．レベルは、次の各号に示す点検を行う。 

１）機能点検 

ア．鉛直軸の回転が円滑であること。 

イ．気泡管調整機構が正常で、気泡の移動が滑らかであること。 

ウ．望遠鏡視度調整機構が正常であること。 

エ．視準線調整機構が正常であること。 

オ．調整ねじの回転が円滑であること。 

カ．マイクロメータの回転が円滑であること。 

キ．電子レベルにおいては、ディジタル表示部分が正常であること。 

２）点検調整 

ア．レベルの円形気泡管の調整は、はじめにレベルを整置して気泡を中央に導く。次に

本体を 180°回転して気泡が中央にあることを確認する。気泡が中央からずれてい

る場合は、整準ネジ、気泡管調整ネジ等を用いて気泡が中央にくるよう気泡管を調

整する。調整後、本体をさらに 90°回転して気泡が中央にあることを確認する。 

イ．２本の標尺を 30ｍ隔てて正しく立て、その中央にレベルを整置し、両標尺間の高低

差の測定を行う。その後、レベルの位置をなるべく両標尺を結ぶ直線上に18ｍ移し、

再び両標尺間の高低差の測定を行い、両測定値の較差が許容範囲内であるかを点検

する。 

ウ．自動レベル及び電子レベルについては、前イ．の調整に加え、30ｍ隔てた２本の標

尺の中央でレベルを水平にした状態と、円形気泡管の気泡を同心円マークに内接さ

せた傾斜の状態で測定を行い、両測定値の較差が許容範囲内であるかを点検する。 

エ．読定単位及び許容範囲は、次表のとおりとする。 

区分 1 級レベル 2 級レベル 3 級レベル 

読定単位 0.01 mm 0.1 mm 1 mm 

許容範囲 0.3 mm 0.3 mm 3 mm 

 

２．水準標尺は、次の各号に示す点検を行う。 

１）目盛の異常、剥離及び打痕等がなく、正常であること。 

２）付属気泡管調整ねじが正常であること。 

３）標尺の折れ目部分が正常であること。 

３．機構が指定する機関の検定を受けた１級水準標尺の有効期間は３年とする。 

 

（観測の実施） 

第６３条 観測は、次により実施するものとする。 

（１）観測は、往復観測とする。 

（２）標尺は、２本を１組とし番号（Ⅰ号、Ⅱ号）を付し、往と復の観測では標尺のⅠ号及び

Ⅱ号を交換しなければならない。 
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（３）水準点間の往及び復の観測の測点数は、偶数とする。 

（４）レベルと後視標尺及び前視標尺との距離は等しくし、かつレベルと両標尺は、つとめて

同一直線上になるように整置する。 

（５）視準距離、標尺目盛の読定単位は、水準測量の区分に応じ、次表のとおりとする。 

 

区  分 1 級水準測量 2 級水準測量 3 級水準測量 

視準距離 最大 40 m 最大 60 m 最大 70 m 

読定単位 0.1 mm 1 mm 1 mm 

 

ただし、電子レベル以外のレベルについては、１級水準測量における視準距離を最大

50ｍとすることができる。 

（６）レベルの脚は、特定の２脚と視準線とを常に平行にし、かつ各測点ごとに進行方向に対

して左右交互に整置するものとし、レベルの整準は望遠鏡を特定の標尺に向けて行う。 

 

＜第６３条 運用基準＞ 

１．前視又は後視の標尺までの距離は、測定して記録する。距離が不等な場合は、前視標尺

又はレベルを前後に移動して等しくする。 

２．観測は、１視準１読定とし、標尺の読定順序は、次表のとおりとする。 

順  序     

 1 2 3 4 

区 分     

1 級水準測量 後視 前視 前視 後視 

2 級水準測量 後視 後視 前視 前視 

3 級水準測量 後視 前視 － － 

 

４．１級水準測量においては、標尺の下方 20㎝以下は、つとめて読定しない。 

５．往復観測の較差の許容範囲は、次表のとおりとする。 

 

区    分 1 級水準測量 2 級水準測量 3 級水準測量 

往復観測の較差 2.5mm√S 5mm√S 10mm√S 

 S：観測距離（片道、km 単位） 

ただし、当該国の定めがある場合はこれに準ずる。 

６．電子レベルを用いる観測において、振動の多い地点における観測では、望遠鏡の視野内

にある標尺が振動しないことを確認して測定を行う。 

 



 

41 

 

（再測） 

第６４条 各級水準測量の往復観測値の較差が所定の許容範囲を超えた場合は、再測しなけれ

ばならない。 

 

＜第６４条 運用基準＞ 

再測する場合は、１級水準測量及び２級水準測量においては、同方向の観測値を採用しては

ならない。 

 

第６節 計算 

 

（要旨） 

第６５条 計算は、所定の計算式により、新点の標高及びこれらに関連する補正計算を行い、

成果表を作成する作業をいう。 

２ 水準点の標高は、必要に応じて標尺補正及び楕円補正を行い、水準網平均計算を行って求

めるものとする。 

 

＜第６５条 運用基準＞ 

１．標尺補正及び楕円補正計算は、１級水準測量及び２級水準測量について行う。 

２．計算は、読定単位と同じ位まで計算する。 

 

（点検計算及び再測） 

第６６条 観測が終了したときは、観測値の良否を点検するため速やかに所定の点検計算を行

い、許容範囲を超えた場合は、必要な再測を行わなければならない。 

 

＜第６６条 運用基準＞ 

１．すべての単位水準環及び次の条件により選定されたすべての点検路線について、環閉合

差及び既知点から他の既知点までの閉合差を計算し、観測値の良否を判定する。 

１）点検路線は、既知点と他の既知点とを結合する。 

２）点検路線は、なるべく短くする。 

３）すべての既知点は、少なくとも１つの点検路線で結合する。 

４）すべての単位水準環は、少なくともその一部が点検路線と重複する。 

２．点検計算の許容範囲は、次表のとおりとする。 

区  分 1 級水準測量 2 級水準測量 3 級水準測量 

環閉合差 2mm√S 5mm√S 10mm√S 

既知点から    

既知点まで 15mm√S 15mm√S 15mm√S 

の閉合差    

ただし、Ｓは観測距離（片道、㎞単位） 
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（平均計算等） 

第６７条 点検計算の終了後は、平均計算等により、新点の標高を決定するものとする。 

２ 平均計算は、原則として機構の承認を受けた水準網平均計算プログラムを用いて行うもの

とする。 

 

＜第６７条 運用基準＞ 

１．平均計算に用いる重量は、観測距離の逆数とする。 

２．平均計算による許容範囲は、次のとおりとする。 

区  分 1 級水準測量 2 級水準測量 3 級水準測量 

単位重量当    

たりの観測 2 mm 5 mm 10 mm 

の標準偏差    

 

 

第７節 成果等の整理 

 

（成果等） 

第６８条 成果等は、次のとおりとする。 

（１）観測成果表及び平均成果表 

（２）水準路線図 

（３）観測手簿 

（４）平均計算簿 

（５）点の記 

（６）精度管理表 

 

第３編 ディジタル方式による地形図作成作業 

 

第１章 概説 

 

第１節 要旨 

 

（要旨） 

第６９条 数値地形図作成作業とは、新たに測量して地形図を作成する作業をいい、既成図

数値化を含むものとする。 

２ この要領で地形図とは、縮尺 1:2,500 から 1:100,000 の中縮尺一般図を指すものとする。 

 



 

43 

 

（地形図作成作業の区分） 

第７０条 地形図作成作業は、作成される地形図の形態により、ディジタル方式による地形図

作成作業及びアナログ方式による地形図作成作業に区分する。 

２ アナログ方式による地形図作成作業については、第４編に規定する。 

 

（地形図の精度） 

第７１条 地形図の精度は、次表を標準とする。ただし、数値地形図の水平位置の精度は、地

図情報レベル相当縮尺における精度とする。 

区   分 精度（標準偏差） 

各種地物の水平位置 図上 0.7 ㎜以内 

標   高 
標高点 等高線間隔の 1 3 以内 

等高線 等高線間隔の 1 2 以内 

 

＜第７１条 運用基準＞ 

地形図の精度は、「作業規程の準則」を標準とし、レベル 10000 を超える場合は、本要領を

用いる。 

ただし、地形図の目的や当該国の定め等で、「地図情報レベル」と「位置精度」が一致する

とは限らないため、目安として使用する。 

 

（用語の定義） 

第７２条  この編における用語の定義は、次に定めるところによる。 

（１）数値地形図： 地形、地物等にかかわる地図情報を、位置、形状を表す座標データ及び

その内容を表す属性データ等として、計算機処理が可能な形態で表現したものをいう。 

（２）ディジタルマッピング： 空中写真測量等により地形、地物等にかかわる地図情報をデ

ィジタル形式で測定し、電子計算機技術を用い体系的に整理して、数値地形図を構築す

る作業をいう。 

（３）地図情報レベル： 数値地形図作成作業によって作成された地形、地物等の数値地形図

の表現精度を表し、数値地形図の図郭内のデータの平均的な総合精度を示す指標とする。 

（４）取得分類： 地図情報を体系的に分類整理するもので、コードにより表す。 

（５）ディジタル写真測量： ディジタル画像又はＡ Ｄ変換されたディジタル画像を、ディ

ジタルステレオ図化機を用いて三次元計測を行うことをいう。 

（６）ディジタルステレオ図化機： ステレオ画像の自動標定、ステレオマッチング及び画像

処理機能を有し、これらの機能に基づいた数値地形モデル及び正射画像データ作成が可

能な計算機システムをいう。 

＜第７２条 運用基準＞ 

地図情報レベルと地図縮尺との関係は、次表のとおりとする。 
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地図情報レベル 相 当 縮 尺 

2500 1  2,500 

5000 1  5,000 

10000 1  10,000 

25000 1  25,000 

50000 1  50,000 

100000 1  100,000 

 

第２節 数値地形図作成作業 

 

（要旨） 

第７３条 数値地形図作成作業とは、地形図を数値地図の形態で作成する作業をいう。 

 

（数値地形図作成作業の区分） 

第７４条 数値地形図作成作業は、ディジタルマッピングと既成図数値化に区分する。 

 

（図式等） 

第７５条 数値地形図の図式、投影図法、図郭の大きさ、等高線間隔、データファイル仕様等

（以下「図式等」という。）は、当該国の定めによることを原則とする。 

 

＜第７５条 運用基準＞ 

当該国の定めがない場合は、「作業規程の準則」を参考として使用する。 

 

（数値地形図の構築) 

第７６条 数値地形図のデータファイル（以下「データファイル」という。）は、座標系、分

類コード、精度等の仕様に従って構築するものとする。 

 

（地形及び高さの表現） 

第７７条 数値地形図における地形の表現は、等高線又は数値標高モデル（ＤＥＭ）によるも

のとする。 

 

（データファイルの単位） 

第７８条 データファイルの単位とは、数値地形図のデータ管理のための基本単位をいい、原

則として、当該国の定めによるものとする。 

 

＜第７８条 運用基準＞ 

当該国の定めがない場合は、地形図の図郭をもって基本単位とする。 
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（数値地形図のデータ） 

第７９条 数値地形図のデータは、構造化データ及び地形図データに分類するものとする。 

（１）構造化データとは、水平位置の転位、間断等の処理を行っていない編集済データに、幾

何構造を持たせたデータをいう。 

（２）地形図データとは、地形図原図の表現と同じ水平位置の転位、間断及び総合描示等の処

理が行われているデータをいう。 

 

（機器） 

第８０条 数値地形図の編集及び出力に使用する機器は、次に掲げる機能、性能を有するもの

とする。 

（１）編集装置は、電子計算機、グラフィックディスプレイ及びタブレット又はディジタイザ

等か、同等の機能で構成され、地図データの追加、削除、修正等ができること。 

（２）出力機器は、0.2 ㎜以内で位置精度が保持され、かつ、目的に応じた画線の選択及び伸

縮の少ない材質の図紙との組み合わせが可能であるインクジェット方式のプロッタ又は

これに相当するものとする。 

 

（ディジタルマッピングの作業方式） 

第８１条 ディジタルマッピングの作業方式は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）アナログ画像を用いる方式 

写真測量により、地形、地物等にかかわる地図情報をアナログ空中写真から取得する

ディジタルマッピングの方式をいう。 

（２） ディジタル画像を用いる方式 

写真測量により、地形、地物等にかかわる地図情報をディジタル化した空中写真又は

衛星画像データから取得するディジタルマッピングの方式をいう。 

２ ディジタルマッピングは、測量地域等の状況に応じて、前各号の作業方式及び第１２章

（既成図数値化）に規定する作業を部分的に併用することができるものとする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第８２条 ディジタルマッピングの工程別作業区分及び順序は、次の各号を標準とする。 

 （１）アナログ画像を用いる方式 

   ア．標定点測量 

   イ．対空標識設置 

   ウ．撮影 

   エ．刺針 

   オ．現地調査 

   カ．空中三角測量 

   キ．数値図化 

   ク．数値編集 
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   ケ．現地補測及び補測数値編集 

   コ．構造化編集 

   サ．データファイルの作成 

 （２）ディジタル画像を用いる方式 

   ア．ディジタル化した空中写真による 

    １） 標定点測量 

    ２） 対空標識設置 

    ３） 撮影 

    ４） 刺針 

    ５） 現地調査 

    ６） 空中写真のＡ Ｄ変換 

    ７） 空中三角測量 

    ８） 数値図化 

    ９） 数値編集 

    １０） 現地補測及び補測数値編集 

    １１） 構造化編集 

    １２）データファイルの作成 

イ．衛星画像データによる 

    １） 画像データの準備 

    ２） 標定点測量 

    ３） 対空標識設置及び刺針（マニュアルとの整合性） 

    ４） 現地調査 

    ５） 空中三角測量 

    ６） 数値図化 

    ７） 数値編集 

    ８） 現地補測及び補測数値編集 

    ９） 構造化編集 

    １０）データファイルの作成 

 

第２章 標定点測量 

 

（要旨） 

第８３条 標定点測量とは、空中三角測量及び数値図化作業に必要な基準点及び水準点（以下

「標定点」という。）を既設の基準点に基づいて新たに設置する作業をいう。 

 

（標定点の精度） 

第８４条 標定点の精度は、次の区分によるものとする。 
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地図情報レベル 
水平位置（標準偏

差） 
標高（標準偏差） 

2500 0.2 m 以内 0.2 m 以内 

5000 0.2 m 以内 0.2 m 以内 

10000 0.5 m 以内 0.5 m 以内 

25000 1.0 m 以内 0.5 m 以内 

50000 1.0 m 以内 1.0 m 以内 

100000 1.5 m 以内 2.0 m 以内 

 

（標定点測量の方法） 

第８５条 標定点の設置は、基準点においては、GPS 測量方式又は多角測量方式により行い、

水準点にあては、３級水準測量に準じて行う水準測量（以下「簡易水準測量」という。）か、

GPS 水準測量によるものとする。 

 

（標定点測量の計画） 

第８６条 標定点測量の計画は、第５条（調査業務計画）によるほか、既知点の現況、作成す

る地形図の縮尺等に基づいて立案するものとする。 

２ 標定点の位置は、撮影計画図、基準点の配置状況及び空中三角測量等を考慮して選定する

ものとする。 

 

＜第８６条 運用基準＞ 

１．閉合多角網又は結合多角網を形成する標定点測量は、３級基準点測量に準ずる。 

２．GPS測量方式による場合は、次の各号による。 

１）既知点と標定点間の距離が 10㎞を超える場合は、２級基準点測量の規定を準用する。 

２）既知点と標定点間の距離が 10㎞未満の場合は、３級基準点測量の規定を準用する。 

３）標高については、間接水準測量によることができる。 

３． 多角測量方式による場合は、次の各号による。 

１）路線は基準点から出発し、他の基準点に結合するのを原則とする。ただし、それが著

しく困難な場合は、出発した基準点に閉合することができるものとし、なるべく遠く離

れた２点以上において方位角観測を行う。 

２）辺数が４辺以下で、光波測距儀により測距を行う場合は、開放トラバースとすること

ができる。この場合は、両端において方位角観測を行わなければならない。ただし、辺

数が２辺以下の場合は、１端における方位角観測を省略することができる。 

３）方位角は、所定の精度を保持できる他の方法により決定することができる。 

４．簡易水準測量は、次の各号による。 

１）水準路線は、水準点又は基準点を出発点とし、他の水準点又は基準点に結合すること

を原則とする。 
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２）地形等によりやむを得ない場合は出発点に閉合する閉合型に、路線が短い場合は開放

型にすることができる。 

３）１路線の長さは、50㎞以下を標準とする。 

５．間接水準測量は、３級基準点測量に準ずる。 

６．GPS水準測量は、GPS 測量方式による３級基準点測量に準ずる。 

 

（実施時期） 

第８７条 標定点測量は、対空標識設置又は刺針と並行して行うことができるものとする。 

 

（実施） 

第８８条 標定点測量の順序は、次によるものとする。 

（１）選点 

（２）測量標の設置 

（３）観測 

（４）計算 

２ 標定点測量の実施は、この章に定めるものを除いて、第２編基準点測量の規定を準用する

ものとする。 

 

＜第８８条 運用基準＞ 

１．選点は、第８６条（標定点測量の計画）の計画に従って現地において行う。 

２．観測に必要な一時標識は、第２５条（永久標識及び一時標識）を準用する。 

３．観測及び計算は、次のとおりとする。 

１）GPS測量方式による場合 

ア．短縮スタティック方式による場合の観測セッション数等は、次のとおりとする。 

・ 観 測 セ ッ シ ョ ン 数：  1 セッション 

・ 観 測 時 間： 20 分以上 

・ デ ー タ 取 得 間 隔： 15 秒以内 

・ 使用する共通のGPS 衛星：  5 個以上 

・ 測量の方法： 既知点 3点を使用した結合方法 

ただし、標定点が既知点を結ぶ直線から 0.1×Ｓ（Ｓは既知点間の距離；㎞単位）

以内にある場合は、使用する既知点を２点にすることができる。 

イ．既知点間において、楕円体高の差と標高差の較差が第８４条（標定点の精度）に規

定する精度区分を超える場合は、ジオイド傾斜量を補正して標定点の標高を決定し、

超えない場合は、ジオイド傾斜量の補正を省略する。 

２）多角測量方式による場合 

ア．水平角及び鉛直角の観測は、次により行う。 

① 観測機器 

10 秒読み以上のセオドライト 

② 観測の対回数等 
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水  平  角 鉛  直  角 

対回数 観測差 倍角差 水平目盛 対回数 定数差 

2 24″ 36″ 0° 90° 1 36″ 

 

イ．距離測定は、第３８条（距離及び気象要素の測定）の規定による。 

ウ．方向角の閉合差の許容範囲は、30秒√N（Ｎは夾角数）とする。 

エ．座標の閉合差の許容範囲は、第８４条（標定点の精度）に規定する精度区分による。 

オ．第８６条（標定点測量の計画）運用基準第３項第３号に規定する方位角の決定は、

次表による。 

 

区 分 太陽観測 ジャイロ 

観 測 機 器 10 秒読み以上のセオドライト ジャイロ・セオドライト 

対  回  数 有効 4対回以上 7 対回 

各対回の較差 40″ 40″ 

観 測 時 刻 南中前後２時間をさける  

時刻の読定単位 1″  

時 刻 補 正 観測前後で報時により時計時  

 刻の遅れ進みを記録  

 

３）簡易水準測量 

ア．観測は、３級水準測量に準じた片道観測とし、開放型路線については往復観測とす

る。 

イ．観測における閉合差等の許容範囲は次表による。 

区 分 
既知点から他の既 

環閉合差 往復観測値の較差 
知点までの閉合差 

較 差 50mm√S 40mm√S 40mm√S 

 ただし、Ｓは、観測距離（片道、㎞単位） 

 

ウ．観測と並行して行う刺針の位置は、２～４㎞間隔で、かつ空中写真及び衛星画像で

明瞭な地点に整置した標尺の位置とする。 

４）GPS 水準測量 

ア．観測は、標高の既知点から既知点までの多角路線とする。 

イ．観測と並行して行う刺針の位置は、２～４㎞間隔を原則として、空中写真及び衛星

画像で明瞭な地点とする。 

 

（成果等） 

第８９条 成果等は、次の各号のとおりとする。 
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（１）標定点成果表 

（２）標定点配置図及び水準路線図 

（３）標定点測量簿及び標定点明細簿 

（４）標定点表示空中写真 

（５）精度管理表 

 

第３章 対空標識設置及び刺針 

 

（要旨） 

第９０条 対空標識設置及び刺針とは、空中三角測量及び数値図化に必要な基準点、水準点及

び標定点（以下「基準点等」という。）に標識を設置し、又は刺針を行って、その位置を測

量用空中写真及び衛星画像（以下「空中写真及び衛星画像」という。）に表示する作業をい

う。 

 

（計画） 

第９１条 対空標識設置及び刺針の計画は、空中三角測量及び数値図化を考慮して立案するも

のとする。 

 

（対空標識の設置） 

第９２条 設置する対空標識の場所は、予め当該国の承諾を得るものとする。 

２ 対空標識は、撮影作業が完了するまで保存できる材料を使用し、堅固に設置するものとす

る。 

３ 対空標識は、後続作業に使用する空中写真及び衛星画像で設置した位置が確認でき、かつ

その中心の位置が正確に測定できる色、規格及び形状とする。 

 

＜第９２条 運用基準＞ 

１．上空視界を充分確保する。 

２．バックグランドの状態が良好な地点を選ぶ。 

３．直接設置することが困難な場合は、偏心して設置することができる。偏心要素の測定は

偏心する基準点等の精度が保持できる方法とする。 

４．設置終了後は、対空標識明細簿（様式第３）に見取図を記載し、地上写真を貼付する。 

 

（対空標識の確認） 

第９３条 撮影終了後直ちに、空中写真及び衛星画像上で対空標識を確認するものとする。 

２ 対空標識が明瞭に確認できない場合は、刺針に代えるものとする。 

 

（刺針） 

第９４条 刺針とは、基準点等の位置を空中写真及び衛星画像に直接刺針する作業をいう。 
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＜第９４条 運用基準＞ 

空中写真に直接刺針することができない場合、又は空中写真で明瞭な地点に偏心することが

有利と判断される場合は、偏心する位置に刺針する。 

 

（成果等） 

第９５条 成果等は、次のとおりとする。 

（１）対空標識点又は刺針点明細簿及び偏心要素測定簿 

（２）偏心計算簿 

（３）対空標識点又は刺針点表示空中写真及び衛星画像 

（４）対空標識点又は刺針点一覧図 

（５）精度管理表 

 

第４章 空中写真撮影及び衛星画像の取得 

 

第１節 空中写真撮影 

（要旨） 

第９６条 空中写真撮影とは、航空機等から空中写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要

な写真処理作業を含むものとする。 

２ キネマティック GPS 撮影とは、航空機にキネマティック測位方式の GPS 移動局を搭載

して、撮影点の位置データを収録する作業をいう。 

 

＜第９６条 運用基準＞ 

GNSS I U未使用のフィルムカメラによる撮影の場合を除き、空中写真の撮影は、「作業規

程の準則」を適用する。 

 

（航空機、航空カメラ等） 

第９７条 航空機、航空カメラ、GPS 測量機等は、所要の性能を有するものを使用しなけれ

ばならない。 

 

＜第９７条 運用基準＞ 

１．航空機の性能は、次のとおりとする。 

１）必要な撮影装備をした場合に、所定の高度において撮影に適した安定飛行が出来るこ

と。 

２）撮影時の飛行姿勢、航空カメラの水平規正及び偏流修正角度のいずれにも関係なく、

常に写角が完全に確保されていること。 

３）レンズやフィルターが排気ガス等による異常屈折及び油の飛まつの影響を受けないよ

うに航空カメラを設置できること。 

４）キネマティック GPS 撮影を行う場合は、GPS アンテナがマルチパスを生じない位置

に設置され、かつ、アンテナ中心と搭載したカメラの投影中心のオフセット値が明ら
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かであること。 

２． 航空カメラの性能は、次のとおりとする。 

１） 航空カメラは、撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差が

0.01 ㎜まで明確な広角航空カメラであること。ただし、撮影区域の地形その他の状況

により、普通角又は超広角航空カメラを用いることができる。 

２） 次の内容を含む、性能証明書を有するもの。 

ア．カメラ番号及びレンズの製作番号 

イ．指標を基準とした主点位置（0.01 ㎜単位） 

ウ．調整された主点距離（0.01 ㎜単位） 

エ．上記主点距離に対応する直径方向ディストーション 

オ．証明者及び証明場所 

３） キネマティックGPS撮影を行う場合は、GPSデータ収録システムが装置されている

こと。 

３．固定局及び移動局に使用する GPS 測量機には、データ収録用の大容量メモリーが付属

していること。 

４．フィルムの性能は、次のとおりとする。 

１）写真処理による伸縮率の異方性が 0.01％以下であること。 

２）伸縮率の異方性及び不規則収縮率は、相対湿度１％について 0.001％以下であること。 

３） フィルムの感色性は、特に指定された場合を除き全整色性であること。 

 

（撮影計画） 

第９８条 撮影計画は、撮影区域ごとに次の各号に示す条件を考慮して立案するものとする。 

（１）撮影縮尺又は撮影高度は、予め指定された縮尺又は高度とする。 

（２）撮影コースは特に指定された場合を除き、撮影基準面から等高度で、かつ直線とし、

後続の空中三角測量及び図化を考慮して選定する。 

（３）同一コース内の隣接空中写真間の重複度は 60％、コース間の重複度は 30％を標準と

する。 

（４）キネマティックGPS撮影を行う場合は、GPS 固定局として適する既設基準点を撮影

地域内に選定する。 

 

（撮影の実施） 

第９９条 撮影は、原則として気象状態が良好で、かつ撮影に適した時期に行うものとする。 

２ 撮影は、撮影計画に基づく撮影高度、撮影コース及び空中写真間の重複度を保持するもの

とする。 

３ 露出時間は、画像が十分鮮明さを保つ露出条件を定めるものとする。 

４ キネマティックGPS撮影は、固定局と移動局で同時に５個以上の共通の衛星を使用する。 

 

＜第９９条 運用基準＞ 

１．撮影の時期は、次の各号を標準とする。 
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１）大気の状態が安定して煙霧、霞等の影響が少ないとき。 

２）雲及び雲の陰が被写部分に入らないとき。 

３）地表が積雪時、洪水時等の異常な状態でないとき。 

４）陰及びハレーション等が少ないとき。 

２．航空カメラの傾きは、φ及びωは３度以内、κは１０度以内を標準とする。 

３．計画した撮影高度に対する高低差は、計画対地高度の５％以内を標準とする。 

４．計画した撮影コースからのずれは、計画対地高度の１５％以内を標準とする。 

５．標準を超えた空中写真間の重複度は、次の各号を限度とする。 

１） 同一コース内の隣接空中写真間の重複度は、最大８０％、最小５３％とする。 

２） 主点基線長が 68％～77％となるモデルは、コース写真枚数の 1 4 以内とする。 

３）コース間の重複度は、最小 10％以上とする。 

４) 同一コースをやむを得ず２～３分割する場合、分割部分は２モデル以上重複させる。 

６．キネマティックGPS撮影を行う場合は、作業前に次の点検を行う。 

１） 第２９条の規定を準用したGPS 測量機の機能点検 

２） 航空カメラとGPS 測量機の連動点検 

 

（航空カメラの使用） 

第１００条 同一区域内の撮影は、同一の航空カメラで行うことを原則とする。 

 

＜第１００条 運用基準＞ 

やむを得ず他の航空カメラを使用する場合でも、同一コースは同一航空カメラを使用する。 

 

（フィルムの使用） 

第１０１条 ロールフィルムの両端１ｍの部分は撮影に使用してはならない。 

 

（撮影の記録） 

第１０２条 撮影を実施したときは、撮影記録として、次の各号に示すものを標準として記録

するものとする。 

（１）契約名 

（２）実施者 

（３）フィルム番号 

（４）撮影開始、終了時間 

（５）撮影年月日 

（６）カメラ番号、レンズ番号、マガジン番号 

（７）画面距離 

（８）開口、フィルター、露出時間 

（９） フィルム 

（１０）航空機 
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（１１）撮影高度 

（１２）GPS データ取得の有無 

 

（フィルムの写真処理） 

第１０３条 撮影終了後、速やかにフィルムを適切な方法により写真処理するものとする。 

 

＜第１０３条 運用基準＞ 

１．現像液は、当該フィルムの指定現像液又はこれと同等以上の性能を有するものを使用す

る。 

２．現像は、ムラがなく、ロールフィルム全体の調子が均一で十分な階調を持ち、かつ、画

像の細部及び計器記録が明瞭に現われるようにする。 

３．定着液は、酸性処方のものを使用し、未感光銀が残留しないよう十分に定着を行う。 

４．水洗は、定着剤が残留することのないよう十分行う。 

５．写真処理は、各種のムラを生じないように努め、折れ、キズ、ペコ、膜面はがれ等で画

質を損なわないように行う。 

６．密着印画に用いる印画紙は、画面周辺の枠線、指標、計器等が印画される大きさのもの

とする。 

７．密着印画の作成は、フィルムの写真処理に準じて行う。 

 

（点検及び再撮影） 

第１０４条 撮影したフィルムは、フィルムの写真処理終了後、密着写真を作成し、点検する

ものとする。 

２ 点検の結果、再撮影の必要が認められた場合は、速やかに再撮影を実施しなければならな

い。 

 

＜第１０４条 運用基準＞ 

１．点検は、次の各号について行う。 

１） 撮影高度の適否 

２） 撮影コースの適否 

３） 実体空白部の有無 

４） 指標及び計器の明瞭度 

５） 写真の傾き及び回転量の適否 

６） 写真処理の適否 

７） 画像色調の適否 

８） GPSデータの取得漏れ 

２．点検資料として、次のものを作成する。 

１） 撮影コース別精度管理表 

２） 撮影ロール別空中写真検査表 

３） 地図に主点をプロットした標定図 
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３．標定図は、適当な縮尺の既成の地図を使用して作成するものとする。 

 

（フィルムの編集） 

第１０５条 写真処理の終了したフィルムは、適切な方法により編集を行うものとする。 

 

＜第１０５条 運用基準＞ 

フィルムの編集は、特に指示する場合を除き、次の各号による。 

１） フィルムの編集は、両端に１ｍの余白を残し、画像を汚損することのないように行

う。 

２） フィルムに記入する事項は、地域名・撮影年月日・撮影高度・コース番号・写真番

号・機構名とし、各コースの両端の写真にはすべての事項を、その他の写真には、コ

ース番号及び写真番号のみを表示する。 

 

（フィルム及び密着印画の収納） 

第１０６条 編集を終了したフィルムは、フィルム記録を貼り付けた缶にロールごとに収納す

るものとする。 

２ 密着印画は、コースごとに収納するものとする。 

 

（成果等） 

第１０７条 成果等は、次のとおりとする。 

（１）フィルム 

（２）密着印画 

（３）GPS 観測データ及び地上固定点の成果 

（４）標定図 

（５）撮影記録 

（６）特に指定された引伸し空中写真 

（７）精度管理表 

 

第２節 画像データの準備 

（要旨） 

第１０８条 画像データの準備とは、数値地形図の作成に必要な衛星画像データを準備する作

業をいい、機構を経て取得する場合も含むものとする。 

 

＜第１０８条 運用基準＞ 

使用するステレオ衛星画像データの場合のＢ Ｈ比は、0.4 以上であること。 

 

（衛星センサーの選定） 

第１０９条 利用する衛星センサーは、作成する数値地図（数値化）の地図情報の取得に適し

た空間分解能及び観測方法でなければならない。 
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＜第１０９条 運用基準＞ 

１．衛星センサーは、地図情報の取得に適する空間分解能でなければならない。 

２．地図情報レベルと空間分解能の関係は、次表を標準とする。ただし、標定点測量等の工

程を補強することにより数値地形図の精度が保持され、かつ、機構が承認した場合は、こ

の限りではない。 

 

地図情報レベル 空間分解能 

5000 0.8 m 以内 

10000 1.0 m 以内 

25000 2.5 m 以内 

50000 5 m 以内 

100000 10 m 以内 

 

 

第５章 現地調査 

 

（要旨） 

第１１０条 現地調査とは、作成する地形図に表現する各種事項、名称等を現地で調査確認し、

その結果を空中写真又は参考資料に記入して、図化及び編集に必要な資料を作成する作業を

いう。 

２ 現地調査は、適切な引き伸ばし空中写真、ディジタルオルソフォト又は衛星画像（以下「空

中写真等」という。）を使用して行うものとする。 

 

（計画） 

第１１１条 現地調査の計画は、空中写真等、当該国より入手した各種資料の状況、図化との

関係等を考慮して立案するものとする。 

 

（予察） 

第１１２条 予察は、現地調査の着手前に空中写真等及び参考資料を用いて行うものとする。 

 

＜第１１２条 運用基準＞ 

１．当該国が定める図式等による場合は、その適用について検討する。 

２．前項の結果、生じた疑問事項を整理する。 

３．整理する空中写真等は、原則とし、各コース１枚おきの空中写真又は図郭単位に切り出

した衛星画像を用い、図化範囲と一致させる。 

４．予察は次の事項について行う。 
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１）収集した各種資料の利用方法とその良否の判定 

２）空中写真等の判読困難な事項及びその範囲の確認 

３）判読不能部分の抽出 

４）各種資料間における名称、行政界等の矛盾の確認 

５．地形図に表示する各種事項のうち、記入可能なものは、図式等に従って空中写真等又は

参考図に記入する。 

６．前４号に規定する調査事項等について、その区域及びその状況に関する参考事項を空中

写真等又は参考図に記入する。 

 

（現地調査対象及び表示の基準） 

第１１３条 現地調査の対象及び表示の基準は、使用する図式に定められている表現事項とす

る。 

 

＜第１１３条 運用基準＞ 

１．特に定めがない場合は、次の各号を準用する。 

１）道路は、道路等級、車線数又は道路巾、舗装状態等の道路状況とこれらの区間を図式

に従って分類し表示する。 

２）鉄道は、単線、複線、側線の区別、軌道巾等により分類表示する。 

３）道路及び鉄道に係わる切取、盛土部、トンネル、橋、高架部、駅、渡船及びその他の

交通に関する人工物は、図式に従い、取捨選択をして表示する。 

４）建物は、図式の基準に従って独立又は総描に分類し、かつ特定の用途又は機能を明ら

かにする必要のある建物については、注記、略注記又は記号でこれを表示する。 

５）標定点測量に使用しない基準点等の刺針は、必要に応じ、その位置を確認して刺針す

ることを原則とする。 

６）特定地区として区別を必要とする公園、自然保護区域、墓地、港等でその境界が明ら

かな場合は、特定地区界及び注記又は記号で表示する。 

７）河川は、常時流水のある自然及び人工の河川のほか、季節的に水の流れない涸川又は

断続する河川を定められた記号により、その流路の状況、流水方向等が明らかとなる

ように表示する。河川に付随する滝、ダム、護岸等の表現事項も必要に応じ調査して

表示する。 

８）干満の差が大きい海岸線は、現地調査の結果に基づいて空中写真等に表示する。 

９）植生及び植生界は、空中写真等で明瞭に判読できないものを調査する。 

１０） 地形は、判読困難な凹地、崖、岩等の表現上誤り易いものについて図化作業の参考

となるように詳細に調査して表示する。 

１１） 地形図に表示する必要のある名称は、各種資料を参考として現地で確認する。 

２．図化及び編集の参考資料として必要な場合は、地上写真の撮影を行う。 

 

（調査結果の整理） 

第１１４条 調査結果は、調査用の空中写真等を使用して整理するものとする。 
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＜第１１４条 運用基準＞ 

１．調査事項は、調査用空中写真等又は図化素図の複写図にインク等を使用し、図式記号又

は別に定めた現地調査記号を準用して脱落及び誤記のないように整理する。 

２．調査事項は、真形、真位置を明確に描示する。 

３．道路及び鉄道の種類、並びに巾員が変わる地点又は分岐点は、明確に表示する。 

４．地名及びその他の名称とその範囲の整理には、空中写真等又は図化素図の複写図と異な

るものを使用することができる。 

５．前号による整理が著しく困難な場合は、オーバレイを併用して、次の要領によることが

できる。 

１）当該空中写真等の調査範囲を示す界線、コース番号、写真番号、及び指標位置等を表

示する。 

２）オーバレイ上の描示は、空中写真等の整理に準じて行う。 

３）道路分類が錯雑する場合は、色別にして分類表示する。 

 

（接合） 

第１１５条 調査事項の接合は、現地調査実施時及びその整理時に行うものとする。 

 

（成果等） 

第１１６条 成果等は、次のとおりとする。 

（１） 現地調査に使用した空中写真等又は図化素図の複写図等 

（２） 上記の空中写真等又は図化素図の複写図等に付随するオーバレイ 

（３） 図化用参考地上写真 

（４） 精度管理表 

 

第６章 空中写真のＡ/Ｄ変換及び空中三角測量 

 

第１節 空中写真のＡ/Ｄ変換 

 

（要旨） 

第１１７条 空中写真のＡ Ｄ変換とは、空中写真画像を画素と階調度によるディジタル表現

に変換し、ディジタル空中写真を取得する作業をいう。 

 

（機器） 

第１１８条 空中写真のＡ Ｄ変換に使用するスキャナ装置は、所定の性能を有するものでな

ければならない。 

 

＜第１１８条 運用基準＞ 

スキャナ装置の性能は、次のものを標準とする。 
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１） 230 ㎜×230 ㎜の大きさの空中写真の読み取りが可能であること。 

２） 分 解 能 0.01 ㎜以内 

３） 読取精度 0.02％以内（任意の２点間） 

 

（スキャニング） 

第１１９条 空中写真画像のスキャニングは、所定のキャリブレーションによりパラメーター

を設定して行うものとする。 

 

＜第１１９条 運用基準＞ 

１．キャリブレーションにおいては、写真架台の座標系とセンサーのピクセル座標系との相

関、画素サイズ、入力色調について行う。 

２．画素サイズは、0.025 ㎜を標準とする。 

 

（成果等） 

第１２０条 成果等は次のとおりとする。 

 （１） ディジタル空中写真データ 

 （２） 精度管理表 

 

第２節 空中三角測量（アナログ画像方式） 

 

（要旨） 

第１２１条 空中三角測量（アナログ画像方式）（以下「空中三角測量」という。）とは、写真

測量の方法により、数値図化に必要なパスポイント及びタイポイントの水平位置及び標高を

決定する作業をいう。 

２ 空中三角測量は、空中写真を用い、解析法によりブロックごとに調整計算を行うものとす

る。 

 

（使用する機器） 

第１２２条 空中三角測量に使用する主要な機器は、解析図化機又はステレオコンパレーター

とする。 

 

（調整計算の方法） 

第１２３条 空中三角測量の調整計算は、バンドル法又は独立モデル法によるものとする。 

２ 撮影点の位置データを初期値として用いる空中三角測量（以下「GPS 空中三角測量」と

いう。）の調整計算は、バンドル法によるものとする。 

３ 調整計算に使用するプログラムは、機構の承認を受けるものとする。 

 

（基準点等の配置） 

第１２４条 空中三角測量における基準点等の配置及び数は、調整計算法及びブロックの形状
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に応じて、適正に配置するものとする。 

２ 基準点等は、機構の承認した場合に限り、既成地形図上の明確な地点（以下「図上ＧＣＰ」

という。）を使用することができる。 

 

＜第１２４条 運用基準＞ 

１． 基準点等は、次により配置する。 

１）撮影点の位置データを初期値として用いない場合 

ア．水平位置を定める点は、ブロックの４隅に必ず配置し、両端のコースにおいては、

６モデルごとに１点、各コースの両端のモデルにおいては、３コースごとに１点を

配置することを標準とする。その他は、ブロック内に精度を考慮して 30モデルごと

に１点を均等に配置することを標準とする。 

イ． 標高を定める点は、２コースごとに両端のモデルに１点ずつ配置するほか、12モ

デルごとに１点の割合で各コースに均等に配置することを標準とする。 

ウ． 水平位置を定める点（Nh）及び標高を定める点（Nv）の数は、次式を標準とする。 

      Nh=4+2[(n-6) 6]+2[(c-3) 3]+[(n-6)(c-3) 30] 

      Nv=[n 12]c+[c 2] 

     ただし、n は１コース当たりの平均モデル数 

         c はコース数 

[ ]内の計算終了時の小数部は切り上げるものとし、モデル数又はコース

数が少なく、( )内が負となった場合は、( )内を０として扱い、Nv が 

Nh より小さい場合は、Nh と同数とする。 

２）  GPS 空中三角測量を行う場合 

ア．水平位置及び標高を定める点は、ブロックの４隅に配置する。 

イ．水平位置及び標高を検証する点は、100 から 200 モデルに１点の割合でブロック 

内に適宜配置する 

２．水平位置を定める点と標高を定める点は、兼ねることができる。 

３．図上ＧＣＰは、作成する地形図より大縮尺で、かつ、精度が明らかな既成図に限り使用

できる。 

 

（パスポイント及びタイポイント） 

第１２５条 パスポイント及びタイポイントは、空中写真の標定に適切な位置で、写真上の座

標を正確に測定できる地点を選定するものとする。 

２ パスポイント、タイポイント及びその他の点は、必要に応じて、密着ポジフィルム上に点

刻する。ただし、この場合、実体視の下で点刻器等を用い行うものとする。 

 

＜第１２５条 運用基準＞ 

１．パスポイントの選定は次のとおりとする。 

１）パスポイントは、各空中写真の主点付近及び主点付近をとおり主点基線におおむね

直角な線上の両側に配置する。また、必要に応じ、これらの点に補助点を設けること
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ができる。 

２）パスポイントの選定は、付近がなるべく平坦で、連続する３枚の空中写真上で実体

視ができる明瞭な位置とする。 

３）両側の点は、主点付近の点からおおむね等しい距離に選ぶ。23 ㎝×23 ㎝の画角の

空中写真の場合は、両側の点の主点からの距離は、おおよそ７㎝以上 10㎝未満とす

る。 

２． パスポイントの名称は、原則として、以下のとおりとする。 

１）パスポイントの名称は、ａ、ｂ、ｃに区分し、主点付近のものを当該空中写真のｂ

点とし、その上側をａ点、下側をｃ点とする。 

２）ｂ点付近の補助点の名称は、ｂ点に近いものから順次にｂ´．ｂ"…とする。また、

ａ点、ｃ点に関しても同様とする。 

３． タイポイントの選定は次のとおりとする。 

１）タイポイントは、１モデルに１点を標準とし、直線状にならないように、隣接コー

スの重複部分の上側及び下側交互にほぼ等間隔に配置する。 

２）タイポイントの選定は、両コースの関係空中写真で明瞭に確認できる位置とする。 

３）タイポイントは、パスポイントを兼ねることができる。 

４．タイポイントの名称は、原則として、以下のとおりとする。 

１）タイポイントの名称は、一方のコースの当該タイポイントが最もｂ点に近く写って

いる空中写真番号の後に「Ｔ」の文字を付ける。 

２）パスポイントでタイポイントを兼ねるものについては、パスポイントの名称の後に

「Ｔ」の文字を付ける。 

５．パスポイント及びタイポイントの刺針は、次のとおりとする。 

１）パスポイント及びタイポイントの位置を密着空中写真に正確に刺針して点の名称を

記入する。 

２） 前項の刺針は、１コース内で主点に最も近く写っている写真にのみ行う。 

６．選定したパスポイント等については、原則として、密着ポジフィルムに表示する。 

 

（機械座標の測定） 

第１２６条 機械座標の測定は、空中写真に含まれる指標、基準点等、パスポイント及びタイ

ポイントについて、独立に２回行うものとする。 

 

＜第１２６条 運用基準＞ 

１．２回測定の較差は、0.02 ㎜以内とし、その平均値を採用する。 

２．較差が許容範囲を超えた場合は、なお、１回の測定を行って３回の測定値の平均値を採

用する。 

 

（内部標定） 

第１２７条 空中写真座標は、４つ以上の指標を使用して決定するものとし、平均計算の結果

における指標の残存誤差は、所定の許容範囲を超えてはならない。 
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２ 航空カメラの歪曲収差、主点位置のずれ及び大気による屈折は、原則として、補正するも

のとする。 

 

＜第１２７条 運用基準＞ 

１．指標の残存誤差の許容範囲は、標準偏差が 0.02 ㎜以内、最大値が 0.03 ㎜以内とする。 

２．指標の座標値は、使用した航空カメラの検定値を用いる。 

 

（相互標定） 

第１２８条 独立モデル法による調整を行う場合は、次により相互標定を行うものとする。 

（１）相互標定は、当該モデルに含まれるすべてのパスポイント、タイポイント及び基準点

等を使用する。 

（２）相互標定後の残存縦視差は、所定の許容範囲を超えてはならない。 

 

（独立モデル法によるブロック調整） 

第１２９条 独立モデル法によるブロック調整は、内部標定及び相互標定を行った後、ブロッ

クの調整計算を行うものとする。 

２ 調整計算には、当該ブロックに含まれるすべての基準点等、パスポイント、投影中心及び

タイポイントを使用するものとする。 

３ 各モデルの変換式の係数は、ブロックごとに同時平均によって決定するものとする。ただ

し、水平位置と標高の調整計算は、独立に行うことができるものとする。 

４ 地球曲率の影響は、補正するものとする。 

５ ブロック内における基準点残差及びタイポイント較差は、所定の許容範囲を超えてはなら

ない。 

 

＜第１２９条 運用基準＞ 

１．調整計算式は、水平位置と標高を同時に調整する場合は縮尺を考慮した３次元直交変換

式、独立に調整する場合は水平位置についてはヘルマート変換式、標高については１次

多項式による。 

２．基準点等で計算に使用しない点がある場合は、その点名及び理由を計算簿に明記する。 

３．同一ブロック内における基準点残差、パスポイント及びタイポイントの調整値からの残

差の許容範囲は、水平位置及び標高とも標準偏差が対地高度の 0.02％以内、最大値が

0.04％以内とする。ただし、超広角カメラの場合は、前者が 0.04％以内、後者が 0.07％

以内とする。 

 

（バンドル法によるブロック調整） 

第１３０条 バンドル法によるブロック調整は、内部標定を行った後、ブロックの調整計算を

行うものとする。 

２ 調整計算には、当該ブロックに含まれるすべての基準点等、パスポイント及びタイポイン

トを使用するものとする。 
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３ 各空中写真の変換式の係数は、ブロックごとに同時平均によって決定するものとする。 

４ 地球曲率の影響は、補正するものとする。 

５ ブロック内における基準点等の基準点残差及びパスポイント、タイポイントの交会残差

は、所定の許容範囲を超えてはならない。 

 

＜第１３０条 運用基準＞ 

１．調整計算式は、各写真の傾きと投影中心の位置を未知数とした射影変換式とし、これに

種々の系統的誤差に対応したセルフキャリブレーション項を付加することができる。 

２．計算に使用しない基準点等がある場合は、その点名及び理由を計算簿に明記する。 

３．同一ブロック内における基準点等の基準点残差の許容範囲は、水平位置及び標高とも標

準偏差が対地高度の 0.02％以内、最大値が 0.04％以内とする。ただし、超広角カメラの

場合は、前者が 0.04％以内、後者が 0.07％以内とする。 

４．同一ブロック内におけるパスポイント及びタイポイントの交会残差の許容範囲は、標準

偏差が 0.015 ㎜以内、最大値が 0.03 ㎜以内とする。 

５．航空カメラの歪曲収差、大気屈折及び地球曲率の影響の補正は、セルフキャリブレーシ

ョンで代えることができる。 

 

（隣接ブロック間の接合） 

第１３１条 隣接ブロック間のタイポイント較差は、所定の許容範囲を超えてはならない。 

 

＜第１３１条 運用基準＞ 

隣接ブロック間のタイポイント較差の許容範囲は、水平位置及び標高とも対地高度の0.09％

以内とする。 

 

（成果等） 

第１３２条 成果等は、次のとおりとする。 

（１）空中三角測量成果表及び実施一覧図 

（２）パスポイント及びタイポイントの表示密着ポジフィルム 

（３）パスポイント及びタイポイントの表示密着空中写真 

（４）基準点残差表及びタイポイント較差表 

（５）測定簿及び計算簿 

（６）精度管理表 

 

＜第１３２条 運用基準＞ 

無点刻法で座標測定を行った場合は、(２)及び(３)を必要としない。 

 

第３節 空中三角測量（ディジタル画像方式） 
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（要旨） 

第１３３条 空中三角測量（ディジタル画像方式）とは、ディジタル写真測量の方法により、

数値図化に必要なタイポイントの水平位置及び標高を決定する作業をいう。 

２ 空中三角測量（ディジタル画像方式）は、ディジタル空中写真又は衛星画像データを用い、

解析法によりブロックごとに調整計算を行うものとする。 

 

＜第１３３条 運用基準＞ 

GNSS I U未使用のフィルムカメラによる撮影の場合を除き、空中三角測量は、「作業規程

の準則」の「同時調整」の規定を適用する。 

 

 

（使用する機器） 

第１３４条 空中三角測量（ディジタル画像方式）に使用する主要な機器は、ディジタルステ

レオ図化機とする。 

 

（調整計算の方法） 

第１３５条 ディジタル空中写真を用いる場合の調整計算は、第１２３条の規定を準用する。 

２ 衛星画像データを用いる場合の調整計算は、バンドル法によるものとする。 

３ 調整計算に使用するプログラムは、あらかじめ機構の承認を受けるものとする。 

 

（基準点等の配置） 

第１３６条 空中三角測量（ディジタル画像方式）における基準点等の配置は、第１２４条の

規定を準用する。 

 

＜第１３６条 運用基準＞ 

衛星画像データを用いる場合は、水平位置及び標高を定める点を調整計算に使用するプログ

ラムが指定する方法で適正に配置する。 

 

（タイポイント） 

第１３７条 タイポイントは、ディジタル空中写真又は衛星画像の標定に必要な数をステレオ

マッチングにより自動選定するものとする。 

 

（機械座標の測定） 

第１３８条 機械座標の測定は、ディジタル空中写真又は衛星画像データに含まれる指標、基

準点等、タイポイントについて、次により行うものとする。 

２ 指標及び基準点等は、多重測定を行うものとする。 

３ タイポイントは、ディジタル空中写真又は衛星画像の標定に適切な位置に、必要数をステ

レオマッチングにより選定及び測定を同時に行うものとする。 
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＜第１３８条 運用基準＞ 

１．多重測定の較差は、0.02 ㎜以内とし、その平均値を採用する。 

２．較差が許容範囲を超えた場合は、その点を削除する。 

 

（相互標定） 

第１３９条 独立モデル法による調整を行う場合の相互標定は、第１２８条の規定を準用する

ものとする。 

 

（独立モデル法によるブロック調整） 

第１４０条 独立モデル法によるブロック調整は、第１２９条の規定を準用するものとする。 

 

（バンドル法によるブロック調整） 

第１４１条 バンドル法によるブロック調整は、第１３０条の規定を準用するものとする。 

２ 衛星画像データの変換式の係数は、ストリップごとに決定するものとする。 

 

＜第１４１条 運用基準＞ 

衛星画像データを用いる場合は、次による。 

１） 調整計算式は、内部標定要素を既知とした射影変換式とし、これに種々の系統的誤差

に対応したセルフキャリブレーション項を付加することができる。 

２） 同一ブロック内における基準点等の残差の許容範囲は、水平位置の標準偏差が地図情

報レベルの 1 5,000(m)以内、最大値が 1 2500(m)以内、標高の標準偏差が等高線間隔

の 1 4 以内、最大値が 1 2 以内とする。 

３） 同一ブロック内における画像上のタイポイントの交会残差の許容範囲は、標準偏差が

１画素以内、最大が２画素以内とする。 

 

（隣接ブロック間の接合） 

第１４２条 隣接ブロック間のタイポイント較差は、第１３１条の規定を準用するものとす

る。 

 

（成果等） 

第１４３条 成果等は、次のとおりとする。 

（１）空中三角測量成果数値データ及び実施一覧図 

（２）基準点及びタイポイント残差表 

（３）測定簿及び計算簿 

（４）精度管理表 
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第７章 数値図化 

 

第１節 数値図化（アナログ画像方式） 

 

（要旨） 

第１４４条 数値図化（アナログ画像方式）（以下「数値図化」という。）とは、解析図化機又

は座標読取装置付アナログ図化機（以下「解析図化機」という。）を用いて、地図情報をデ

ィジタル形式で取得し、数値図化データを作成する作業をいう。 

 

（解析図化機） 

第１４５条 数値図化に使用する解析図化機は、所定の精度を保持できる性能を有すものとす

る。 

２ 数値図化機は、性能を確認するため、作業着手前及び作業期間中の必要とする時期に点検

調整を行うものとする。 

 

＜第１４５条 運用基準＞ 

１．使用する解析図化機は、X、Y、Zの座標値と所定のコードが入力・記録できる機能を有

するものとする。 

２．解析図化機の測定精度は、密着ポジフィルム上に換算した値で 0.02 ㎜以内（標準偏差）

とし、座標読取装置の分解能は、密着写真上に換算した値で 0.01 ㎜以上のものとする。 

 

（取得する座標の単位） 

第１４６条 数値図化で取得する座標（地上座標）データの単位及び位は、次による。 

 （１）地図情報レベル 2500 及び 5000 は、0.01 メートルとする。 

 （２）地図情報レベル 10000 は、0.1 メートルとする。 

 （３）地図情報レベル 25000 以上は、１メートルとする。 

  

＜第１４６条 運用基準＞ 

レベル 10000 以下の数値地形図の数値図化において、取得する座標の単位は、「作業規程の

準則」を標準とする。 

 

（モニタリング） 

第１４７条 モニタリングとは、数値図化時においてデータの位置、形状等をグラフィックデ

ィスプレイ又は描画テーブル等に出力し、確認することをいう。 

 

（基準点座標等の入力及び展開） 

第１４８条 基準点座標等の入力及び展開は、所定の座標系及び単位で行うものとする。 

２ 描画テーブルでモニタリングを行う場合の展開等は、第２２３条（図郭線、パスポイント

等の展開）の規定を準用する。 
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＜第１４８条 運用基準＞ 

基準点座標等とは、図郭線、方眼線、基準点及び標定点、パスポイント及びタイポイントの

座標をいう。 

 

（標定） 

第１４９条 相互標定は６点のパスポイントの付近で行うものとする。 

２ 対地標定は、空中三角測量によって得られた６点のパスポイントを用いるものとする。 

３ モデル内に基準点等がある場合は、その点によって点検して補正を行うものとする。 

４ 標定における残差等については、所定の許容範囲を超えてはならない。 

 

＜第１４９条 運用基準＞ 

１．相互標定後、６点のパスポイントにおける残存縦視差は、密着ポジフィルム上で 0.02 ㎜

以内とする。 

２．対地標定終了後、モデル上の点の誤差は、地図情報レベルの 3 10,000(m)以内とする。 

３．前項における標高の誤差は、等高線間隔の 1 4以内とする。 

４．標定の結果は、標定記録簿に記録する。 

５．標定記録簿は、別に定める様式（様式第４）を準用できる。 

 

（数値図化の範囲） 

第１５０条 数値図化の範囲は、原則として当該モデルのパスポイントで囲まれた内部とす

る。 

 

（細部数値図化） 

第１５１条 細部数値図化は、原則として線状対象物、建物、植生及び等高線の順序で描画す

るものとする。 

 

＜第１５１条 運用基準＞ 

現地調査結果を記入した空中写真、オーバレイ及びその他の資料により、必要なデータを漏

れなく取得する。 

 

（分類コード） 

第１５２条 取得する数値図化データには、原則として、図式等で定められたその種類を表す

ための分類コードを付すものとする。 

 

＜第１５２条 運用基準＞ 

当該国の定めがない場合は、「作業規程の準則」を参考とする。 
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（地形データの取得） 

第１５３条 地形表現のためのデータの取得は、等高線法、数値標高モデル法、マップディジ

タイズ法又はこれらの併用法で行うものとする。 

 

＜第１５３条 運用基準＞ 

１．等高線法によりデータを取得する場合は、距離間隔（図上換算距離）1㎜又は時間間隔

0.3 秒を標準とし、地形の状況に応じて変更できる。 

２．数値標高モデル法によりデータを取得する場合は、所定の格子点の標高値を数値図化機

により直接測定する。 

１）所定の格子点間隔は、仕様に従い選択する。 

２）任意の点を測定する場合は、第１５４条（標高点の選点）の規定を準用して行う。 

３．等高線（既成図の等高線を含む）の読み取りデータから数値標高モデルを発生させる方

法又は不整三角網地形モデル（ＴＩＮ）により等高線を発生させる方法を用いることがで

きる。 

４．マップディジタイズ法は、第１２章（既成図数値化）の規定を準用する。 

５．数値標高モデルのデータは、点検プログラム及び出力図等により点検を行う。 

６．点検の結果、地形に適合していない標高値は、その周辺区域を含め、再測定を行う。 

 

（標高点の選点） 

第１５４条 標高点は、地形の判読を考慮し、努めて等密度に分布するよう選定することを原

則とする。 

 

＜第１５４条 運用基準＞ 

１．標高点を選定する位置は、次のとおりとする。 

１）主要な山頂 

２）道路の主要な分岐点及び道路が通ずるあん部 

３）谷口、河川の合流点、広い谷底又は河川敷 

４）主な傾斜の変換点 

５）その付近の一般面を代表する地点 

６）おう地の読定可能な最深部 

 

（標高点の測定） 

第１５５条 標高点の測定は、１回測定を行ったあと、点検のための測定を行うものとする。 

 

＜第１５５条 運用基準＞ 

較差が許容範囲を超える場合は、更に１回の測定を行い、３回の測定値の平均値を採用する。 
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地図情報レベル 標高点の測定較差許容範囲 

2,500 0.4ｍ以内 

5,000 0.6ｍ以内 

10000 0.8ｍ以内 

25000 1.0ｍ以内 

50000 1.8ｍ以内 

100000 2.4ｍ以内 

 

 

（他の測量方法によるデータの追加） 

第１５６条 数値図化データに、他の測量方法によるデータを追加する場合は、機構の承認を

受けるものとする。 

 

（出力図の作成） 

第１５７条 数値図化データの出力図は、地図情報レベル相当縮尺で作成することを原則とす

る。 

 

（数値図化データの点検） 

第１５８条 数値図化データの点検は、編集装置又は前条において作成された出力図を用い

て、空中写真及び現地調査資料等により行うものとする。 

 

＜第１５８条 運用基準＞ 

数値図化データの点検は、次について行う。 

１） 取得漏れ、平面位置及び標高の誤りの有無 

２） 分類コードの誤りの有無 

３） 接合の良否 

４） 標高点の位置、密度、測定値の良否 

５） 地形表現データの整合 

 

（成果等） 

第１５９条 成果等は次のとおりとする。 

（１）数値図化データ 

（２）標定記録簿 

（３）精度管理表 
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第２節 数値図化（ディジタル画像方式） 

 

（要旨） 

第１６０条 数値図化（ディジタル画像方式）とは、ディジタルステレオ図化機を用いて、地

図情報を数値形式で取得し、数値図化データを作成する作業をいう。 

 

（ディジタルステレオ図化機） 

第１６１条 ディジタルステレオ図化機は、所定の精度を保持できる性能を有するものとす

る。 

 

＜第１６１条 運用基準＞ 

ディジタルステレオ図化機の測定精度及び座標読取装置の分解能は、第１４５条（解析図化

機）運用基準に規定する解析図化機の性能と同等以上とする。 

 

（取得する座標値の単位） 

第１６２条 数値図化（ディジタル画像方式）で取得する座標（地上座標）値の単位及び位は、

第１４６条（取得する座標の単位）の規定を準用する。 

 

（数値図化の方法） 

第１６３条 数値図化（ディジタル画像方式）は、次の方法により行うものとする。 

（１）ステレオ画像をもとに行う方法 

（２）正射画像又はそれを出力した正射画像図をもとに行う方法（以下「単画像図化」という。) 

 

（分類コード） 

第１６４条 取得する数値図化データの分類コードは、第１５２条（分類コード）の規定を準

用するものとする。 

 

（地形データの取得） 

第１６５条 地形表現のためのデータの取得は、第１５３条（地形データの取得）の規定を準

用するものとする。 

 

＜第１６５条 運用基準＞ 

数値標高モデル法によりデータを取得する場合は、ステレオマッチングによる自動取得を行

う。 

 

（標高点の選定） 

第１６６条 標高点は、第１５４条（標高点の選点）の規定を準用して選定するものとする。 
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（標高点の測定） 

第１６７条 標高点の測定は、第１５５条の規定を準用してステレオマッチングにより行うも

のとする。 

 

（細部数値図化データの取得） 

第１６８条 細部数値図化データの取得は、第１５１条（細部数値図化）の規定を準用して行

うものとする。 

 

＜第１６８条 運用基準＞ 

正射画像図を用いる単画像図化は、次により行う。 

１）単画像図化に用いる正射画像図は、生成する図面縮尺に応じた精度を有するものを使

用するものとする。 

２)正射画像図は、ディジタルモザイクした正射画像データを図郭ごとに切り出し、必要に

応じインクジェットプリンタ等を用いて伸縮の少ないフィルムに出力する。 

３)細部数値図化データの取得は、ディジタイズ又はスキャニングにより行う。 

 

（出力図の作成） 

第１６９条 数値図化データの出力図は、第１５７条（出力図の作成）の規定を準用して作成

するものとする。 

 

（数値図化データの点検） 

第１７０条 数値図化データの点検は、第１５８条（数値図化データの点検）の規定を準用し

て行うものとする。 

 

（成果等） 

第１７１条 成果等は次のとおりとする。 

 （１）数値図化データ 

 （２）標定記録簿 

 （３）精度管理表 

  

第８章 数値編集 

 

（要旨） 

第１７２条 数値編集とは、現地調査の結果に基づき、編集装置を用いて数値図化データを編

集し、編集済データ及び地形図データを作成する作業をいう。 

 

（数値図化データ及び現地調査データ等の入力） 

第１７３条 数値図化データ及び現地調査データは、編集装置に入力するものとする。 

２ 現地調査等において収集した図面等の資料は、ディジタイザ又はスキャナを用いて数値化
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し、編集装置に入力するものとする。 

 

（数値編集） 

第１７４条 前条において入力されたデータは、編集装置を用いて追加、削除、修正等の処理

を行い、編集済データを作成するものとする。 

２ 地形図データは、編集済データを図式に従って編集処理して作成するものとする。 

 

＜第１７４条 運用基準＞ 

等高線データは、グラフィックディスプレイ又は出力図を用いて点検を行い、矛盾箇所の修

正を行う。 

 

（接合） 

第１７５条 接合は、モデル間、隣接する図郭間で行い、座標を一致させるものとする。 

 

＜第１７５条 運用基準＞ 

１．地形及び地物のずれが図上換算 0.7 ㎜以内の場合は、関係図形を修正して接合を完全に

処理する。 

２．地形及び地物のずれが図上換算 0.7 ㎜を超える場合は、数値図化作業を再度実施する。 

 

（出力図の作成） 

第１７６条 出力図は、点検及び現地補測等のため、編集済データ及び地形図データからイン

クジェットプロッタ等を用いて作成するものとする。 

 

（点検） 

第１７７条 点検は、前条において作成した出力図、グラフィックディスプレイ及び点検プロ

グラムを用いて行うものとする。 

２ 点検プログラムは、編集済データの論理的矛盾等について行う。 

 

（成果等） 

第１７８条 成果等は次のとおりとする。 

 （１）編集済データ 

 （２）地形図データ 

 （３）精度管理表 

 

 

 

 

 



 

73 

 

第９章 現地補測及び補測数値編集 

 

（要旨） 

第１７９条 現地補測とは、当該国が作成又は承認して提供した資料によって境界、地名及び

その他名称を現地で確認を行うほか、編集済データ又は地形図データ出力図に表現されてい

る重要事項の確認及び必要部分の補備測量を現地において行う作業をいう。 

２ 補測数値編集とは、現地補測の結果を編集済データに追加、修正等の補測処理を行うこと

により補測編集済データ及び補測編集済地形図データを作成する作業をいう。 

 

（実施） 

第１８０条 現地補測は、次の事項について実施するものとする。 

（１）当該国より提示された資料による境界、地名及びその他の名称と現地との照合確認 

（２）数値編集で生じた疑問事項の確認 

（３）必要に応じ、重要な表現事項の確認 

（４）数値図化不可能部分及び必要範囲の補備測量 

２ 補備測量は、編集済データ出力図上の確実かつ明瞭な点に基づき、必要に応じてトータル

ステーションを用いて行うか又は GPS 測量等により直接データを取得して行うものとする。 

３ 現地補測の結果は、後続作業に支障のないように留意し、電子記憶媒体、編集済データ又

は地形図データ出力図等に整理するものとする。 

 

＜第１８０条 運用基準＞ 

１．現地調査の結果と当該国の資料による名称に相違のある場合には、必要に応じ現地点検

を行う。 

２．編集済データ又は地形図データ出力図を基に、全ての境界、地名及びその他の名称につ

いて、当該国の同意を得た場合は、出力図上に当該国政府の担当責任者の署名を受ける。 

３．現地補測の結果は、測定結果を電子記憶媒体に記録するほか、注記、記号、属性等を編

集済データ又は地形図データ出力図に整理する。 

 

（補測数値編集） 

第１８１条 前条により整理された現地補測の結果は、編集装置を用いて編集済データに追

加、修正等の編集処理を行い補測編集済データ及び補測済地形図データを作成するものとす

る。 

２ 補測数値編集は、第８章の規定を準用する。 

 

（出力図の作成） 

第１８２条 出力図は、第１７６条（出力図の作成）の規定を準用して補測編集済データ及び

補測済地形図データより作成するものとする。 
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（点検） 

第１８３条 補測編集済データ及び補測済地形図データの点検は、第１７７条（点検）の規定

を準用して行うものとする。 

 

（成果等） 

第１８４条 成果等は次のとおりとする。 

 （１）補測編集済データ 

 （２）補測済地形図データ 

 （３）補測済地形図データ出力図 

 （４）精度管理表 

 

 第１０章 構造化編集 

 

（要旨） 

第１８５条 構造化編集とは、地理情報システム等における利用を目的に、補測編集済データ

に点、線、面の相互関係を持たせた構造化編集済データを作成する作業をいう。 

 

（構造化編集） 

第１８６条 構造化編集は、編集装置に補測編集済データを入力し、対話処理、自動処理及び

これらの処理を併用して、構造化編集済データを作成するものとする。 

 

（点検） 

第１８７条 点検は、構造化編集済データ出力図及び点検プログラムを用い、ファイルの内容

が所定の仕様に従っているかについて行うものとする。 

２ 点検プログラムは、データの論理的矛盾等の点検を行う。 

 

＜第１８７条 運用基準＞ 

構造化編集済データ出力図は、所定の形式により作成する。 

 

（成果等） 

第１８８条 成果等は次のとおりとする。 

 （１） 構造化編集済データ 

 （２） 精度管理表 

 

第１１章 データファイル作成 

 

（要旨） 

第１８９条 データファイルの作成とは、補測済地形図データ及び構造化編集済データを各々

の仕様に従って電子記憶媒体に記録する作業をいう。 
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２ データファイルは、地形図データファイル及び構造化データファイルに区分するものとす

る。 

 

（実施） 

第１９０条 地形図データファイルは、補測済地形図データを所定の仕様に従って電子記憶媒

体に記録するものとする。 

２ 構造化データファイルは、構造化編集済データを所定の仕様に従って電子記憶媒体に記録

するものとする。 

  

（点検） 

第１９１条 データファイルは、点検プログラム又はグラフィックディスプレイへの表示等に

より、その内容を点検するものとする。 

２ 点検プログラムは、論理的矛盾等について行う。 

 

（説明書作成） 

第１９２条 データファイルの説明書は、ファイルの管理及び利用において必要になる事項に

ついて作成するものとする。 

 

（成果等） 

第１９３条 成果等は、次のとおりとする。 

 （１） 地形図データファイル 

 （２） 構造化データファイル 

 （３） データファイル説明書 

 （４） 精度管理表 

 

第１２章 既成図数値化及び既成図修正 

  

第１節 要旨 

 

（要旨） 

第１９４条 既成図数値化とは、既に作成された地形図等（以下「既成図」という。）の数値

化を行い、数値地形図を作成する作業をいう。なお、必要に応じて既成図修正を実施するも

のとする。 

 

＜第１９４条 運用基準＞ 

１ 地図情報レベル 10000 以下の既成図数値化及び既成図修正は、「作業規程の準則」を標

準とする。 

２ アナログ写真測量による既成図修正の場合は、本要領を用いる。 
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（用語の定義） 

第１９５条 この章における用語の定義は、次に定めるところによる。 

 （１）ベクタデータ ： 座標値を持った点列によって表現される図形データをいう。 

 （２）ラスタデータ ： 行と列に並べられた画素の配列によって構成される画像データを

いう。 

 

（使用する既成図の縮尺） 

第１９６条 既成図数値化に使用する既成図の縮尺は、1 10,000～100,000 を標準とする。 

 

（成果の形式） 

第１９７条 既成図数値化における成果の形式は、ベクタデータを標準とする。ただし、機構

が指示する場合は、ラスタデータとする。 

 

（座標値の単位等） 

第１９８条 ベクタデータにおける座標値（地上座標）の単位及び位は、第１４６条（取得す

る座標の単位）の規定を準用する。 

２ ラスタデータにおける画像座標の１画素は、図上最大 0.1 ㎜を標準とする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第１９９条 既成図数値化の工程別作業区分及び順序は、次の各号を標準とする。 

 （１）計測用基図作成 

 （２）計測 

 （３）編集 

 （４）既成図修正 

 （５）構造化編集 

 （６）データファイルの作成 

２  (４) 既成図修正については、機構が指示した場合に行うものとする。 

３ (５) 構造化編集については、本編第１０章の規定を準用する。 

 

第２節 計測用基図作成 

 

（要旨） 

第２００条 計測用基図作成とは、既成図の原図又は複製用ポジ原図を用い、計測に使用する

基図を作成する作業をいう。 

 

＜第２００条 運用基準＞ 

既成図の原図又は複製用ポジ原図の図郭線及び対角線は、所定の長さに対して、次の許容範

囲内とし、許容範囲を超える場合は、機構と協議する。 

  1）  図郭線 0.5 ㎜ 



 

77 

 

  2）  対角線 0.7 ㎜ 

 

（計測用基図作成） 

第２０１条 計測用基図は、既成図の原図又は複製用ポジ原図を写真処理等により複製し、作

成するものとする。 

２ 計測用基図に用いる既成図は、必要に応じて資料の収集を行い、内容を補完するものとす

る。 

 

＜第２０１条 運用基準＞ 

１．計測用基図は、原則として、既成図の原図の色版ごとに作成する。 

２．計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用する。 

 

第３節 計測 

 

（要旨） 

第２０２条 計測とは、計測機器を用いて、計測用基図の数値化を行い、数値データを取得す

る作業をいう。 

 

（計測機器） 

第２０３条 計測機器の性能は、次表に掲げるものとし、作成する数値地形図の精度等を考慮

して選定するものとする。 

 

区  分 性  能 読 取 範 囲 

ディジタイザ 分 解 能  0.1 mm 以内 計測基図の図郭内の読 

 読取精度  0.3 mm 以内 取が可能のこと 

 分 解 能  0.1 mm 以内 計測基図の図郭内の読 

スキャナ 読取精度  0.25 %以内 取が可能のこと 

 （任意の２点間）  

 

（ディジタイザ計測） 

第２０４条 ディジタイザによる計測は、計測用基図ごとに行い、図葉単位に計測データを取

得するものとする。 

２ 計測は、所定の精度により行い、分類コード等を付すものとする。 

 

＜第２０４条 運用基準＞ 

１． 計測は、次のとおりとする。 

１）計測項目ごとの開始及び終了時には、図郭四隅をそれぞれ独立に２回計測し、各隅に

おける座標値の較差が図上 0.3 ㎜を超えた場合は、再計測する。 
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２）地物等の計測精度は、図上 0.3 ㎜（標準偏差）以内とする。 

２．座標変換は、次のとおりとする。 

１）機械座標から当該国の仕様に基づく座標への変換は、アフィン変換を標準とする。 

２）変換係数は、図郭四隅の計測値及び基図座標値から最小二乗法により決定する。 

３）図郭四隅の座標の残存誤差は、最大図上 0.2 ㎜とする。 

 

（スキャナ計測） 

第２０５条 スキャナによる計測は、図郭を包む領域について、計測項目ごとに一様な規格と

精度で行い、図葉単位に計測データを取得するものとする。 

２ 数値地形図のデータを第１９７条（成果の形式）に規定する標準とする場合は、計測デー

タのラスタ・ベクタ変換を行うものとする。 

 

＜第２０５条 運用基準＞ 

１．計測は、次のとおりとする。 

１）計測においては、図葉ごとに縦、横方向とも所定の画素数になるように補正を行う。 

２）読取精度は、図形の最小画線幅の 1 2（標準偏差）以内とする。 

２．座標変換は、次のとおりとする。 

１）図郭四隅又はその付近で座標が確認できる点の画像座標は、グラフィックディスプレ

イに表示して計測する。 

２）機械座標から当該国の仕様に基づく座標への変換は、前条運用基準第２項に準ずる。 

３）図郭四隅の座標の残存誤差は、最大２画素とする。 

３．画素の再配列は、最近隣内挿法、共１次内挿法又は３次たたみ込み内挿法等による。 

 

第４節 編集 

 

（要旨） 

第２０６条 編集とは、編集装置を用いて、計測データの訂正等を行い、編集済データを作成

する作業をいう。 

 

（編集） 

第２０７条 編集は、計測データをもとに、編集装置のグラフィックディスプレイ上で行うも

のとする。 

２ 点検の結果、計測漏れ、誤り等がある場合は、編集済データの訂正を行うものとする。 

 

＜第２０７条 運用基準＞ 

隣接する図郭間の地図データは、接合処理により座標を一致させる。 

 

（点検） 

第２０８条 点検は、点検用出力図、グラフィクディスプレイ及び点検プログラムを用いて行
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うものとする。 

２ 点検プログラムは、編集済データの論理的矛盾等について行う。 

 

＜第２０８条 運用基準＞ 

１．点検用出力図は、編集済データよりプロッタ等を用いて作成する。 

２．点検は、数値化項目の脱落等の有無、位置の精度、画線のつながり及び隣接図葉との接

合について行う。 

 

第５節 既成図修正 

 

（要旨） 

第２０９条 既成図修正とは、既成図の表示内容が経年により変化している場合に、数値化の

対象となる表示内容を修正し、現況と一致させる作業をいう。 

 

（修正の方法） 

第２１０条 既成図修正は、次に掲げる方法により行うものとする。 

 （１） アナログ写真測量による方法 

 （２） ディジタル写真測量による方法 

２ 修正方法の決定は、予め空中写真等により変化部分を抽出して、修正の内容及び修正量を

把握の上決定するものとする。 

３ 第１項の(１)及び(２)による方法は、計測作業又は編集作業の後に行うことができるもの

とする。 

 

（実施） 

第２１１条 既成図修正は、次により行うものとする。 

 （１） ディジタル写真測量により行う場合は、本編第７章（数値図化）及び第９章（現地

補測及び補測数値編集）の規定を準用するものとする。 

 （２） アナログ写真測量により行う場合は、第４編第２章（図化）及び第４章（現地補測）

の規定を準用するものとする。 

 

＜第２１１条 運用基準＞ 

１．図化は、計測用基図に変化部分を測定描画する。 

２．図化における対地標定は、次のとおりとする。 

１）対地標定は、計測用基図上の地物等を用いて行ない、対地標定に使用する地物等の数

は、６点以上とする。 

２）水平位置の較差は、図上 0.7 ㎜以内を標準とする。 

３）標高の較差は、等高線間隔の 1 3 以内を標準とする。 

３．数値図化は、修正データを取得し、計測データを修正する。 

４．数値図化における対地標定は、第２項に準じて行う。 
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第６節 データファイルの作成 

 

（要旨） 

第２１２条 データファイルの作成とは、編集済データを電子記憶媒体に記録する作業をい

う。 

 

（実施） 

第２１３条 データファイルは、編集済データを所定の仕様に従って電子記憶媒体に記録する

ものとする。 

 

（説明書作成） 

第２１４条 データファイルの説明書は、ファイルの管理及び利用において必要になる事項に

ついて作成するものとする。 

 

（出力図の作成） 

第２１５条 出力図は、プロッタ等を用い、数値化した項目を出力して作成する。 

 

＜第２１５条 運用基準＞ 

出力図は、原則として、数値化した項目を１面にまとめて作成する。ただし、錯綜する場合

には、複数面に分けて作成することができる。 

 

（成果等） 

第２１６条 成果等は、次のとおりとする。 

 （１） データファイル 

 （２）データファイル説明書 

 （３） 精度管理表 

 

 

第４編 アナログ方式による地形図作成作業 

 

第１章 概説 

 

（要旨） 

第２１７条 アナログ方式による地形図作成作業とは、ディジタル方式によらない地形図作成

作業をいう。 

 

（図式等） 

第２１８条 図式、投影図法、図郭の大きさ、等高線間隔等（以下「図式等」という。）は、
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当該国の定めによることを原則とする。 

 

＜第２１８条 運用基準＞ 

当該国の規定がない場合は、機構の指示によるほか、別に定める図式等（図式については「基

本図標準図式例」、投影図法等については規格第２）を準用する。 

 

（地形図の作成方式） 

第２１９条 地形図の作成は、空中写真測量方式により行うものとする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第２２０条 地形図作成の工程別作業区分及び順序は、次の各号を標準とする。 

（１）標定点測量 

（２）対空標識設置 

（３）撮影 

（４）刺針 

（５）現地調査 

（６）空中三角測量 

（７）図化 

（８）編集 

（９）現地補測 

２ (１) 標定点測量、(２) 対空標識設置、(３) 撮影、(４) 刺針、(５) 現地調査及び(６) 

空中三角測量は、第３編第２章から第６章の規定を準用する。 

 

第２章 図化 

 

（要旨） 

第２２１条 図化とは、空中三角測量、現地調査等の成果に基づき、図化機を使用して地形図

に必要な各種の表現事項を測定描画し、図化素図等を作成する作業をいう。 

 

＜第２２１条 運用基準＞ 

１．図化素図の縮尺は、原則として原図の縮尺と同一とする。 

２．図化素図の材質は、常温常湿における伸縮比が 0.05％以下で、厚さが 0.12 ㎜以上のポ

リエステルシート又はこれと同等以上のものを使用する。 

３．図化は、地物及び等高線に分けて行うことができる。 

 

（図化機） 

第２２２条 使用する図化機は、所定の精度を保持できる性能を有するものとする。 

２ 作業前に所定の方法により図化機の性能等の点検を行い、必要に応じて調整を行うものと

する。 
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３ 作業期間中においても必要に応じて適宜機能点検を行うものとする。 

 

（図郭線、パスポイント等の展開） 

第２２３条 図郭線、パスポイント等の展開は、自動製図機等を使用して行い、その最大誤差

は図上 0.2 ㎜以内とするものとする。 

２ 展開した図郭線による２個の対角線の所定の長さに対する誤差は、図上 0.3 ㎜以内とする

ものとする。 

 

（標定） 

第２２４条 標定は、第１４９条（標定）の規定を準用するものとする。 

 

（図化範囲） 

第２２５条 図化範囲は、原則として当該モデルのパスポイントで囲まれた内部とする。 

 

（細部図化） 

第２２６条 細部図化は、原則として線状対象物、建物、植生及び等高線の順序で描画するも

のとする。 

２ 当該モデルの図化作業終了後、使用した資料等に基づき、直ちに図化素図の所定の項目に

ついて点検・整理を行うものとする。 

 

＜第２２６条 運用基準＞ 

１．現地調査結果を記入した空中写真、オーバレイ及びその他の資料により、必要な事項を

もれなく描画する。 

２．変形地は可能な限り等高線で描画し、その状況によっては、変形地記号を覆描する。 

３．等高線は図式に定められた等高線ごとに一本ずつ測定描画するものとし、必要個所の補

助曲線は省略してはならない。 

４．山頂、おう地、峠等は、等高線の描画漏れを防ぐためその標高を測定し、必要に応じて

標高値を図化素図に記入する。 

５．当該モデルの図化作業終了後に行う点検・整理の項目は、次のとおりとする。 

１）標定点等の展開の良否の点検 

２）パスポイント等の平面位置及び標高の良否の点検 

３）図化もれ、描画した地物等の平面位置及び標高の誤りの有無 

４）画線等のカスレは、図化素図の地形地物の状況をそこなわないように補描する。 

５）等高線数値は、図化素図から容易に各等高線の標高を読みとれるように表示する。 

６）標高点と等高線の関係の良否の点検 

 

（接合） 

第２２７条 隣接する図化素図の接合は、所定の方法により厳密に行うものとする。 

２ 接合部の図化が第２２５条（図化範囲）の規定により難い場合は、その範囲を変更するこ
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とができる。 

 

＜第２２７条 運用基準＞ 

接合は、次により行う。 

１）隣接図がない場合は、図郭外１㎝まで描画したポリエステルシートの接合写図を作成

する。 

２）既成の隣接図がある場合は、接合写図を参照し、接合部の図化を行う。 

３）図形のずれが 1.0 ㎜以内のときは、関係図形を修正し、接合を完全に処理する。 

 

（標高点の選定） 

第２２８条 標高点の選定は、第１５５条（標高点の選点）を準用するものとする。 

 

（標高点の測定） 

第２２９条 標高点の測定は、独立に２回行い、その平均値を採用するものとする。 

 

＜第２２９条 運用基準＞ 

１．２回の測定値の較差の許容範囲は、次のとおりとする。 

      

地図情報レベル 標高点の測定較差許容範囲 

2,500 0.4ｍ以内 

5,000 0.6ｍ以内 

10000 0.8ｍ以内 

25000 1.0ｍ以内 

50000 1.8ｍ以内 

100000 2.4ｍ以内 

 

２．較差が許容範囲を超えた場合は、更に１回の測定を行い、３回の測定値の平均値を採用

する。 

 

（基準点資料図の作成） 

第２３０条 基準点資料図は、図化素図と同じ大きさの図紙を用い、標定点等の位置、数値等

を表示して作成するものとする。 

 

＜第２３０条 運用基準＞ 

１．標定点等は、図式記号で表示し、名称、番号及び標高を記入する。 

２．標高点は、単点オーバレイに２回の測定値及びその中数値を記入する。 
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（成果等） 

第２３１条 成果等は、次のとおりとする。 

（１）図化素図 

（２）基準点資料図 

（３）標定記録簿 

（４）接合写図 

（５）精度管理表 

 

第３章 編集 

 

（要旨） 

第２３２条 編集とは、図化素図、現地調査等の資料を用い、図式等に従って編集した素図（以

下「編集素図」という。）及び後続作業に必要な資料を作成する作業をいう。 

２ 図化不能部分の編集は、現地補測終了後、その結果を用いて整理するものとする。 

 

（編集素図の作成） 

第２３３条 編集素図は、各種資料に基づき、図式に従って図化素図に表示された事項を編集

素図に透写して作成するものとする。 

 

＜第２３３条 運用基準＞ 

１．編集素図の図紙の規格は、図化素図と同一規格とする。 

２．編集素図には、図郭線、標定点等の展開を行い、表示する。 

３．編集素図の図郭線の所定の長さに対する誤差は、0.2 ㎜以内とする。 

４． 編集素図の２個の対角線の所定の長さに対する誤差は、0.3 ㎜以内とする。 

５．編集素図は、図化素図及び各種資料に基づき図式に従って編集するものとし、完成図に

表示されない未耕地、湿地の植生界等も編集素図に描示する。 

６．編集する各種表現対象物の平面位置は、記号化して表示するため転位を必要とする場合、

図式等に定められた範囲内で行う。 

 

（注記資料図の作成） 

第２３４条 注記資料図は、現地調査の結果に基づき、地形図に表示する文字（以下「注記文

字」という。）の位置、字大、字隔、書体及び字形を決定し、所定の様式に従って作成する

ものとする。 

 

＜第２３４条 運用基準＞ 

１．注記資料図には、0.075 ㎜～0.1 ㎜のポリエステルベース又はこれと同等以上のものを

使用する。 

２．注記資料図は、次の方法により表示する。 

１）注記文字は、図式等に従って表示する。 
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２）注記文字を表示する位置は、鍵形が文字の最初の字を示す。線の長さは、ほぼ字列の

長さとする。 

３）線状対象物、又は地域を示す注記文字で字隔が大きいか、又は位置が容易に決定でき

ないときは、文字位置を「□」の記号で表示する。 

４）注記文字は、それぞれ鍵型及び「□」の外側に表示することを原則とする。 

５）注記文字が錯雑する場合は、適宜の位置に矢印で引出し、字大等必要な事項を略号で

表示する。 

６）各種名称の調査を現地補測で実施する場合は、本条運用基準を準用する。 

 

（接合） 

第２３５条 隣接する編集素図との接合部におけるすべての表現事項は、その図郭線上におい

て不合理のないように合致しなければならない。 

 

＜第２３５条 運用基準＞ 

１．図郭線上において合致しなければならない表現事項のうち、作成年次の違いによる経年

変化又は図式の変更等、明らかな理由がある場合は、合致させないで表現することができ

る。 

２．理由があって、接合が合致しない場合は、当該国の測量機関と協議しておくものとする。 

 

（基準点資料図の整理） 

第２３６条 基準点資料図に表示された標定点等及び標高点のうち、編集において不採用とし

た点は、削除表示をして整理するものとする。 

 

（整飾資料の整理） 

第２３７条 整飾事項は、直接編集素図に記載するものと、整飾資料表に記載するものに分け

て整理するものとする。 

 

＜第２３７条 運用基準＞ 

１．編集素図に表示する整飾事項は、原則として次のとおりとする。 

１）図 名 

２）地形図番号 

３）経緯度及び座標数値 

４）図郭外標高数値 

５）到達注記 

２．整飾資料表に記載する事項は、地形図番号、図法、図歴及びその他必要事項とする。 

 

（成果等） 

第２３８条 成果等は、次のとおりとする。 

（１） 編集素図 
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（２） 注記資料図 

（３） 基準点資料図 

（４） 整飾資料表 

（５） 精度管理表 

 

第４章 現地補測 

 

（要旨） 

第２３９条 現地補測とは、当該国が作成又は承認して提供した資料によって境界、地名及び

その他名称を現地で確認して編集素図に表示するほか、編集素図に表現されている重要な事

項の確認及び補測の必要な部分について、その補備測量を現地において行う作業をいう。 

 

＜第２３９条 運用基準＞ 

１．現地補測は編集終了後、次の資料等を用いて行う。 

１）ポリエステルベース複図、その藍焼図等 

２）編集素図と注記資料図を重ね焼きした藍焼図 

３）現地調査の結果を表示した空中写真及び当該国より提供を受けた参考資料 

２．ポリエステルベース複図は、編集素図をポリエステルベースに複写して作成する。 

 

（実施） 

第２４０条 現地補測は、次の事項について実施するものとする。 

（１）当該国より提示された資料による境界、地名及びその他の名称と現地との照合確認。 

（２）編集で生じた疑問事項の確認 

（３）必要に応じ、重要な表現事項の確認 

（４）図化不可能部分及び必要範囲の補備測量 

２ 補備測量を行う場合は、原則として、平板測量法により行うものとする。 

 

＜第２４０条 運用基準＞ 

１．現地調査の結果と当該国の資料による名称に相違のある場合には、必要に応じ現地点検

を行う。 

２．平板測量法によって補備測量を行う場合は、ポリエステルベース複図を使用する。 

３．疑問事項の調査確認を終了し、すべての境界、地名及びその他の名称を表示した編集素

図の藍焼図によって当該国の同意を得た場合は、当該国政府の担当責任者の書名をこの図

上に受ける。 

 

（整理） 

第２４１条 現地補測の結果は、所定の方法に従ってポリエステルベース複図等に整理するも

のとする。 

２ 編集素図の訂正・整理は、現地補測の結果を用いて行うものとする。 
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＜第２４１条 運用基準＞ 

１．現地と照合した境界、地名及びその他の名称についての確認結果は、編集素図と注記資

料図を重ね焼きした藍焼図に整理する。 

２．疑問事項及び重要な表現事項の確認結果は、ポリエステルベース複図の藍焼図に整理す

る。 

３．補測又は確認した事項のうち、植生に関するものを緑色、その他は赤色の鉛筆等で補入

又は訂正する。 

４．図化不可能部分及び補備測量の必要な範囲について行った平板測量の結果は、ポリエス

テルベース複図に整理する。 

５．注記資料図は、同意を得た編集素図の藍焼図を用いて訂正する。 

６．現地補測終了後、次の事項について点検する。 

１）補測又は確認した事項相互間或いは他の資料との矛盾の有無及び抹消整理の良否 

２）補測結果の各図葉間の接合の良否 

３）補測測量の方法とその結果の良否 

４）編集素図上への表示の脱落、又は注記資料図の訂正の脱落等の有無 

５）編集素図の描画濃度の良否と画線のカスレ及び汚れの有無 

 

（地形図原図） 

第２４２条 地形図原図は、現地補測の結果を整理した編集素図とする。 

２ 地形図原図とする編集素図は、第７条（精度管理）第２項に規定した点検を終了したもの

でなければならない。 

 

＜第２４２条 運用基準＞ 

編集終了後に行う地形図原図の点検は、次のとおりとする。 

１） 編集素図寸法の良否 

２） 図式等の適用の良否 

３） 各種表現事項の表現方法の良否 

４） 画線の良否 

５） 各種資料整理の良否 

６） 編集素図と資料との矛盾の有無 

７） 図式適用方法の統一の良否 

８） 取捨選択等の内容の良否 

９） 点検作業の良否 

１０） 修正結果の良否 

 

（成果等） 

第２４３条 成果等は、次のとおりとする。 

（１） 地形図原図 



 

88 

 

（２） 境界又は地名等の名称について、当該国の同意を得た編集素図の藍焼図 

（３） 現地作業に使用した編集素図のポリエステルベース複図等 

（４） 現地補測の結果によって訂正した各種資料図 

（５） 編集素図の精度の点検測量簿及び点検結果の一覧表 

（６） 精度管理表 

 

 

第５編 スクライブ法による原図作成作業 

 

第１章 概説 

 

（要旨） 

第２４４条 地形図製図原図作成作業とは、地形図原図を用いて定められた図式等に基づき、

色数に応ずる地形図製図原図を作成する作業をいう。 

２ 作業の方法は、スクライブ製図方式（以下「スクライブ製図」という。）とする。 

 

（スクライブ製図の精度） 

第２４５条 スクライブ製図の精度は、地形図移写画線の中心線に対して 0.1 ㎜以内でなけれ

ばならない。 

 

 

第２章 地形図製図原図 

 

（要旨） 

第２４６条 地形図製図原図とは、地形図原図を基図として、スクライブ製図により作成した

分版スクライブ版をいう。 

 

＜第２４６条 運用基準＞ 

１．スクライブ製図用シートは、常温、常湿における伸縮比が 0.05％以下で、厚さが 0.12 ㎜

以上のポリエステルシート又はこれと同等以上のものを使用する。 

２．スクライブシートは写真的に十分な遮光性をもち、被膜がベースフィルムによく接着し

ているものを使用する。 

３．分版スクライブには、マスク版及び注記版等を含むものとする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第２４７条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

（１） 準備 

（２） スクライブ製図 

（３） 接合 
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（４） 整理 

（５） 点検 

（６） 成果等 

 

（準備） 

第２４８条 準備とは、適正、かつ、効率的に製図作業を行うための次の作業をいう。 

（１） 計画 

（２） 材料の準備 

（３） 器具の準備 

 

＜第２４８条 運用基準＞ 

準備は次のとおりとする。 

1）計画は、作成する当該国の地形図の内容及び完成時期を考慮して製図作業工程表を作

成する。 

2）材料の準備は、数量、規格、材質等を点検する。 

3）器具の準備は、製図に必要な器具を整備し、点検を行う。 

 

（スクライブ製図） 

第２４９条 スクライブ製図は、次の作業区分で実施するものとする。 

（１） スクライブ版作成 

（２） マスク版作成 

（３） 注記版作成 

（４） 総合サープリント作成 

 

＜第２４９条 運用基準＞ 

１．スクライブ版作成は、次の各号とする。 

１）スクライブ作業には、レジスターパンチシステムを使用する。 

２）スクライブシートの型付けは、地形図原図の画線の濃度を考慮し、適切な露光及び現

像により地形図原図画像の明瞭な移写を行う。 

３）墨版の図郭及び左右の図郭中央の十字レジスターマークは、予め地形図原図上に表示

し、正しくスクライブする。 

２．ストリップコート剥離法によるマスク版作成は、スクライブの完了したベースに各色別

にストリップベースを重ね合わせ、所要画線に沿ってカッティングして作成する。 

３．注記版作成は、前第１項で作成したスクライブ版を用いて多色焼きしたサープリント上

に片面マットのポリエステルフィルムを重ね合わせ、注記資料図及び地形図原図で指示さ

れた位置にあらかじめ写真植字によって作成した注記又は建物記号等を貼付して作成す

る。 

４．注記版における整飾事項の記号欄は、あらかじめ各図に共通する整飾事項についてポジ

フィルムを作成し、当該地形図について必要な整飾注記の写真植字を貼付する。 
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５．注記ネガ版は、前第３項及び第４項により作成した注記版を用いて作成する。 

６．総合サープリント作成は、片面マットのポリエステルフィルムのマット面に、スクライ

ブ版、マスク版及び注記ネガ版を色ごとに重ね焼きして作成する。 

 

（接合） 

第２５０条 隣接図との接合は、地形図製図原図を用いて直接接合作業を行うことを原則とす

る。 

 

＜第２５０条 運用基準＞ 

１．直接接合が困難な場合は、接合写図を作成する。 

２．接合写図の作成は、ポリエステルベース上に、対応する隣接図の総合サープリントより

１㎝の範囲について、図郭内図形を複写する。 

 

（整理） 

第２５１条 整理は、第２４９条（スクライブ製図）において作成したスクライブ版等（以下

「製図原図等」という。）について行うものとする。 

 

＜第２５１条 運用基準＞ 

１．製図原図等には、裏面の右下に縮尺、図名及び分版名（色名）を黒の油性インク等で明

記する。 

２．製図原図等の間には、薄い合紙を挟み、各版の膜面を保護して収納袋等に納める。 

３．収納袋等には、地区名、縮尺、図名、図番号、シート枚数等を必ず表記する。 

 

（点検） 

第２５２条 点検は、成果の統一と精度を保持するため、図式等に従いすべての成果等につい

て実施するものとする。 

２ 点検において指摘した事項の訂正結果は、すべて確認しなければならない。 

 

＜第２５２条 運用基準＞ 

点検は、次の各号により行う。 

１）点検は、最終成果及び総合サープリントについて行う。 

２）最終成果の点検は、色版シートごとに地形図原図等と対照し、誤描・脱落の有無、画

線の状態、図式等との関係等を厳密に点検する。 

３） 総合サープリントの点検は、地形図原図等と対照し、誤描・脱落の有無、各色版相互

の画線の関係位置等が適切にスクライブされているかについて点検する。 

 

（成果等） 

第２５３条 成果等は、次のとおりとする。 

（１）スクライブ版ネガ 
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（２）マスク版ネガ 

（３）注記版ポジ及びネガ 

（４）総合サープリント 

（５）接合写図 

（６）精度管理表 

 

 

第６編 地形図製版用フィルム作成及び印刷作業 

 

第１章 概説 

 

（要旨） 

第２５４条 地形図複製作業とは、地形図製図原図又は地形図データを用いて製版用フィルム

及び印刷版の作成を行い、オフセット印刷法により地形図等を印刷する作業をいう。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第２５５条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 

（１）製版 

ア．校正図の作成 

イ．校正及び校正直し 

ウ．製版用フィルムの作成 

エ．印刷版の作成 

（２）地形図印刷 

ア．地形図印刷 

イ．点検 

ウ．整理 

 

（精度） 

第２５６条 製版用フィルム及び印刷版の精度は、それぞれの原板の図郭寸法に対し、0.3 ㎜

以内とするものとする。 

 

 

 

第２章 製版 

 

（要旨） 

第２５７条 製版とは、地形図印刷に必要な製版用フィルム及び印刷版を作成する作業をい

い、校正図の作成、校正及び校正直しを含むものとする。 
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（校正図の作成） 

第２５８条 校正図の作成は、次のいずれかの方法で行うものとする。 

（１）製図原図等を色ごとに焼き付けを行って作成した校正用ＰＳ版により、オフセット校正

機を使用して作成する。 

（２）地形図データをカラープロッタ等により出力して作成する。 

 

＜第２５８条 運用基準＞ 

１．製図原図等から作成する場合 

1）校正図は、使用した製図原図等を忠実に再現し、色版ごとの位置合わせが正確で、かつ

指定された色見本に適合した色調でなければならない。 

2）使用するオフセット校正機は、オフセット印刷機と同等又は同等以上の印刷精度を保

持するものでなければならない。 

3）校正図の用紙は地形図印刷に用いる用紙を使用し、校正図の印刷位置は指定された位

置でなければならない。 

２．地形図データから作成する場合 

1）使用するカラープロッタ等の性能は、原データの位置精度及び色調が保たれること。 

2）校正図の出力位置は指定された位置でなければならない。 

 

（校正及び校正直し） 

第２５９条 校正は、地形図の内容について誤描、脱落、汚れ等を抽出して校正図に記録する

ものとする。 

２ 校正直しは、校正図に記録された校正事項に基づき、製図原図等又は地形図データを直接

修正するものとする。 

 

（製版用フィルムの作成） 

第２６０条 製版用フィルムは、印刷版焼き付けに使うネガフィルム（原板）を色ごとに作成

するものとする。 

２ 製版用フィルムは、所定の基準に適合したものを使用するものとする。 

 

＜第２６０条 運用基準＞ 

１．製版用フィルムの作成は、次の方法により行う。 

１）製図原図の各スクライブ版、マスク版、注記版等を色ごとに合成してポジフィルムを

作成し、その合成ポジフィルムを用いて密着焼き付けにより作成する。 

２）地形図データを用いてイメージセッタにより出力する。 

２．製版用フィルムは、別に定める規格（規格第３）のポリエステルフィルムを使用する。 

３．画像は鮮明で製版焼付けに適する濃度であること。 

 

（印刷版の作成） 

第２６１条 印刷版は、製版用フィルムを用いてＰＳ版に焼付けを行って作成するものとす
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る。 

 

＜第２６１条 運用基準＞ 

印刷版は、別に定める規格（規格第５）を有し、かつ十分な耐刷力を有すこと。 

 

（成果等） 

第２６２条 成果等は、次の各号のとおりとする。 

（１）製版用フィルム（ネガフィルム及びポジフィルム） 

（２）校正図 

（３）精度管理表 

 

第３章 地形図印刷 

 

（要旨） 

第２６３条 地形図印刷とは、調湿された印刷用紙にオフセット印刷機を用いて、地形図等を

印刷する作業をいう。 

２ 地形図印刷は、試し刷りで色及び位置合わせの調整を行った上で、本印刷を実施するもの

とする。 

 

＜第２６３条 運用基準＞ 

１．印刷用紙は、別に定める規格（規格第４）を有し、かつ印刷適性（精細画質の再現性）

が良好なものとする。 

２．印刷インキは、色調がよく、定着性及び耐光性に優れているものとする。 

 

（点検） 

第２６４条 点検は次の各号によるものとする。 

（１）色版ごとの位置合わせで、ずれの範囲が四隅のレジスターマークで 0.1 ㎜以内であるこ

と。 

（２）地形図の内容に不合理がなく、読図上誤認のおそれのある汚れ、画線の欠落及び用紙の

汚損並びに破損がないこと。 

（３）印刷図は、全般について点検し、校正図の精度を保持し、校正色見本等と照合する。 

（４）印刷図は、合格品と不合格品に分別し、合格品の数量は指定の数量以上でなければなら

ない。 

 

（整理） 

第２６５条 整理は、本印刷終了後の製図原図等を、原図収納用の収納袋等に収納し、内訳表

を添付して納品時まで保管するものとする。 

 

＜第２６５条 運用基準＞ 
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１．本印刷に使用した印刷版は、当該国から特に要請がない場合、地形図作成作業完了後、

機構の立ち合いのもとで磨消処理を行う。 

２．印刷図のうちで不合格品は数量確認後、裁断廃棄処分する。 

 

（成果等） 

第２６６条 成果等は次のとおりとする。 

（１）印刷図 

（２）精度管理表 
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